
○議長 赤嶺奈津江さん これから本日の会議を開き

ます。本日の議事日程は、あらかじめ会議システムに

保存してありますのでご確認ください。

開議（午前10時00分）

日程第１．会議録署名議員の指名

○議長 赤嶺奈津江さん 日程第１．会議録署名議員

の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規

則第127条の規定によって４番 西銘多紀子議員、５番

伊佐園恵議員を指名します。

日程第２．一般質問

○議長 赤嶺奈津江さん 日程第２．一般質問を行い

ます。それでは、通告書のとおり順次発言を許します。

２番 大城重太議員。

〔大城重太議員 登壇〕

○２番 大城重太君 皆さんおはようございます。一

般質問３日目、トップバッターよろしくお願いいたし

ます。まず、質問に入る前に、昨日玉城陽平議員と南

風原町のホームページが更新されるというところで

ちょっと話題になりまして、とても楽しみにしており

ました。それで拝見したところ、画面も全体的に明る

くなっていて、ふんだんに絣の模様も使われていて、

視覚的に見やすくなったんじゃないかというところで

感じています。まだ情報はこれから随時アップされて

いくと思うんですけれども、南風原のこれからの情報

発信に期待して見守っていきたいと思います。それで

は質問に入らせていただきます。一問一答にてお願い

いたします。

大問１、学校給食に楽しみを。（１）給食の献立に絵

本やお話に登場した料理を取り入れている小・中学校

が全国各地にある。この取組は「ブックメニュー」「図

書給食」「おはなし給食」などの名称で行われている。

読み聞かせと給食のコラボ「ブックメニュー」につい

て導入の考えはないか。（２）食べるだけではなく、様々

な楽しみを給食時間に取り入れてほしいが、現在どの

ような企画を実施しているか。（３）調理業務等の民間

委託で、給食への関心が薄れていかないか不安がある。

子どもたちや、学校、ＰＴＡ、地域からの要望を取り

入れる柔軟性はあるか。以上、答弁よろしくお願いし

ます。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育長。

○教育長 金城郡浩君 質問事項１の（１）について

お答えいたします。読み聞かせと給食のコラボ等につ

いては、調査研究してまいります。

（２）についてです。生徒にアンケートを実施して、

リクエストが多かったメニューを提供したり、クリス

マスやひな祭りなどの行事食、中学校の卒業メニュー、

沖縄の伝統食を提供して、給食について考える企画を

実施しております。

（３）についてです。今年度は、ＰＴＡの要望によ

り、給食についての講話を保護者に行い、子どもたち

と一緒の試食会を実施いたしました。調理業務等の民

間委託後も、子ども達や学校、ＰＴＡ、地域からの要

望について、学校給食連絡協議会等で情報を共有して

まいります。

○議長 赤嶺奈津江さん ２番 大城重太議員。

○２番 大城重太君 ご答弁ありがとうございます。

ブックメニューについて調査研究してまいりますとい

うことで是非お願いしたいんですけれども、このブッ

クメニューというのはお話給食とも呼ばれるんですけ

れども、絵本や物語の世界が再現される喜びを児童生

徒が感じるためだけではなく、食や図書への関心を促

進するための手段として大変有効であるとされていま

す。献立に合わせた図書を給食の時間に学校放送など

で児童生徒が紹介したり、また実際に教室で読み聞か

せを行ったり、さらには学校の図書館で給食に関した

図書の展示コーナーを設置したり、いろんな取組がで

きて、食だけではなくて読書に対する関心も深めるこ

とができるというのでとってもいいと思うんですけれ

ども、是非取り入れてほしいというところで、また再

度お願いなんですが、いかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

現在、給食時間には給食放送というのを行っており

ます。それについては今日は何の日だということとか、

あと今日の献立の産地の紹介であったり、イベントと

献立がどういうふうなコラボでやっているよというこ

とを、生徒たちが放送しています。そういったものも

今現在行っております。議員がおっしゃるこういった

読み聞かせと給食のコラボ等については調査研究して

まいりますということですが、本来給食の時間等もあ

りますので、そういったものも調整できるかとか、あ

と献立が本に合った献立ができるかとか、そういった

ものも調整しないといけませんので、図書館の先生だっ

たり栄養士、学校の給食教諭だったりそういった方々

とまた話し合っていかなければならないなと考えてお



ります。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ２番 大城重太議員。

○２番 大城重太君 今もこういった献立を給食時間

の中で校内放送でお伝えしたりとかしている。その原

稿というのは栄養士さんがつくっていて、恐らく全校

ですね、６校とも同じ内容を生徒が読み上げていると

思うんですけれども、そういった感じで各学校単位で

の取組というよりは、給食センターからの発信という

形でこの期間はお話給食をしましょうということで各

学校同時に取り組んで、なおかつ町立の図書館、そこ

でも給食に関する本の特集コーナーを設置したりです

とか、ポップを掲示したりするというところで、もっ

と給食の調理とか配送とかの民間委託に合わせて、こ

ういうふうな、生まれ変わったよというか、取組を給

食センターがしているよということもアピールできる

のではないかというふうに思うんですけれども、そう

いった関係部署をまたぐというか、関係部署で連携し

て南風原町全体として積極的に取り組めないかと思い

ますが、いかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

関係部署と連携して取り組まなければならない事業

かなと考えております。私たち学校給食連絡協議会と

いうものもありますので、そちらのほうには教頭先生

だったり栄養教諭等も参加しますので、そちらのほう

でできることはないかということで提案はしていきた

いと考えております。日頃限られた給食の時間の中に

給食の放送だけではなくて、子どもたちが考えた、今

日はロックの日だよという感じで音楽とかを流したり、

工夫をそれぞれ学校でやっていると思うんです。その

中でどういうふうに取り組めるかというのも協議しな

ければならないということになっていますので、今後

調査研究してまいりたいと考えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ２番 大城重太議員。

○２番 大城重太君 小学校、中学校もそうなんです

けど、幼稚園でも同じことができると思うんですね。

給食の前に当日の献立と絵本との関係を子どもたちに

話したり、絵本にちなんだ手遊びを楽しんだ後に給食

を食べたりとかですね、この幼稚園の時期から食への

興味を持ってもらう、大切さを知ってもらうというこ

とも大切だと、小学校に上がる前にですね、そういう

ことをやるのも大切だと思うんですけれども、また、

あの本が読みたいとかそういった読書に関する関心も、

読書意欲の向上につながる取組だと思うんですけれど

も、幼稚園のほうではどうでしょうか。できたりしな

いでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん 幼稚園のほうでもこ

ういった取組が可能かどうかも確認しながら研究して

まいりたいと考えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ２番 大城重太議員。

○２番 大城重太君 それでは（２）に行きたいと思

います。先ほど言ったブックメニュー以外にも様々な

楽しみが給食時間には取り入れられるのではないかと

思っていて、例えば世界の料理ウイークと銘打って、

１週間で月曜日はどこどこの料理、火曜日はどこどこ

の料理といった、１週間通して各国の料理を楽しむこ

とができる１週間をつくるとか。あとは給食中に校内

放送とか今日の食材クイズとか、このメニューにはど

ういった隠された秘密があるよとか、そういったクイ

ズを出題するとか、あとは子どもたちが考えたオリジ

ナルメニューを。先ほどもリクエスト形式でアンケー

トの結果多かった給食を採用しているというふうにあっ

たと思うんですけれども、そういった感じで給食デザ

インコンテストですね、子どもたちが考えたオリジナ

ルメニューを給食に採用するとかといった、いろんな

楽しみを取り入れることができると思いますので、そ

ういったことを各学校でやってくださいではなくて、

給食センターのほうからこういったことができるよと

いうふうな案内をしてもらいたいと思うんですが、い

かがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

先ほどもお答えしましたが、連絡協議会等でこういっ

たことを取り組まないかという提案もできますので、

そういった取組に関しては情報はいつでも発信したい

なと考えております。調査研究ということで回答して

おります。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ２番 大城重太議員。

○２番 大城重太君 ありがとうございます。これま

での（１）（２）を踏まえて、（３）に移りたいと思い

ますけれども、学校給食に楽しみを取り入れる目的と

いうのが、私としては食の安心、安全はもちろんなん

ですけれども、いかんせんそこを栄養面とか安全性、

いろいろ確保した上でつくったにもかかわらず児童生

徒が食べてくれなければ何の意味も――意味もないと

いうかもったいないことだなというふうに思っていま

す。なのでいっぱい食べてもらいたい。食に関心を持っ

てもらいたいというところで学校給食に楽しみを取り

入れたらどうかという提案ですけれども、今ちょっと

懸念されるところが、私もＰＴＡを長年やっていくう

ちに、今高校生の子どもが小学校低学年だったときに



は教育懇談会があったり、そこでいろんな資料が提示

されて学校給食の残渣率というんですか、残食率とい

うのが出てきてですね、そういった事情とかこういっ

た現状にあるというのは把握できたんですけれども、

今そういった情報もなかなか入らなくて、私はずっと

そのときから子どもたちにはたくさん食べてほしい。

なるべく残さないで大きい体をつくってほしいと思っ

ていたんですけれども、今どういう状況になっている

のか全く分からない状況で、だんだん関心が薄れて行っ

ていないかなという不安があるんですね。なのでそこ

でこういう提案をしているんですけれども、実際、現

状給食の残渣率というのはどういう状況になっていま

すでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

令和６年度が９万6,271キログラムの残渣がありま

す。１日当たり479グラムとなっております。令和５年

度が８万1,284キログラム。１日当たり411キログラム

です。これは調理残渣のほうも入っております。環境

省が出している数値からすると、そのうちの食べ残し

は41％だろうということですので、９万6,271キログラ

ムの41％が食べ残しかなと考えております。

○議長 赤嶺奈津江さん ２番 大城重太議員。

○２番 大城重太君 全国的にはどれぐらいの平均な

のかとか、沖縄県はどれぐらいとか比べるものがない

ので、この数字が多いのか少ないのかというのが分か

らないんですけれども、どうでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん 環境省が学校給食に

よる食品廃棄物の発生等を把握するための、平成27年

度に全国の市町村に対してアンケート調査を行ってお

ります。調査の結果、児童１人当たりの年間食品廃棄

物発生量は推計で17.2キロになります、１人当たりで

すね。南風原町も計算をすると17.1キログラムとなり

ますので、全国並みというか、そういった形になるか

なと考えております。

○議長 赤嶺奈津江さん ２番 大城重太議員。

○２番 大城重太君 ありがとうございます。平均と

いうか、そこまでひどい状況ではないということが分

かってとてもよかったです。ただ、できればＳＤＧｓ

の観点というか、食品フードロスをなくすためにもな

るべく食べきってほしいというところが要望としてあ

ります。なのでこの取組ができないかというところで、

食べきり週間というのもつくっていただいて、例えば

この１週間は残さず食べることにチャレンジしてもら

う。ただそれだけじゃなくて、座学も設けて学習会を

設けてクラスでどれぐらいの食べ残しがあるよ。残さ

ず食べることの大切さを伝えるとか、そういったのも

含めてやっていきながらこの残渣率を減らしてもらい

たいなと思うんですけれども、まずこの食べ残しをす

る原因に、好き嫌いが一番多いんですけれども、次に

食べる時間が短かったとか、量が自分には合わない量、

多かったとかですね、というところがあるので、そう

いったところも自分が食べきれる分だけ入れるんだよ、

残さないようにとか。時間が少ないのであれば準備時

間を短くして、もしくは片付けの時間を短くするとか

で、５分ぐらいでもいいので給食の食べる時間を少し

確保するとかですね、この１週間は。何かそういった

工夫ができると思うので、こういった食べきり習慣と

いうのもＳＤＧｓの勉強も兼ねながらやってもらいた

いと思うんですが、いかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

学校によっては食べ残し週間を設けて、１位、食べ残

さなかったところは満腹賞でしたかね、何かいろいろ

企画をしているようです。私たちのほうでもそういう

情報は持ち合わせておりませんので、連絡協議会等で

状況を把握したいと思います。学校によって、クラス

によって準備時間がかかるとことか、ばらばらなとこ

ろがありますので、そこはそういった指摘を私たちの

ほうからすることはできますので、こういった情報も

共有してまいりたいと考えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ２番 大城重太議員。

○２番 大城重太君 ありがとうございます。そういっ

た取組もされているということでとても安心しました。

私も沖縄県学校給食会の理事をさせていただいており

まして、学校給食に深い関心を持っております。物資

委員会とかでも各地区からの栄養士さんが来て、学校

給食でどういった食材を選定するかとかいろんな観点

から値段であったりとか栄養価であったり、また見た

目であったり、調理方法であったりとか、各学校、調

理場によって機材とかも違いますのでそういったとこ

ろに対応できる食材かどうかというのも含めて、いろ

んな観点を持っているのが栄養士さんだと思っており

ます。沖縄県学校給食会で接するたびに栄養士さんは

すごいなというふうに、すごいスペシャリストだなと

思っているんですけれども、本当に子どもたちのこと

を考えていて、そういった栄養士が今回民間委託によっ

て２名配置できるというところはとても強みだと思い

ますので、是非給食センターを挙げてこういった取組

を強化して、かえって民間委託がよかったんだよとい

うふうないい転換期になったというのはアピールして



もらえたらいいと思いますので、是非進めていただけ

ればいいなと思っております。以上です。それでは次

の質問に行きたいと思います。

大問２、ガードパイプの修繕を。（１）町道11号の太

子橋から住宅街を通る町道47号のガードパイプの腐食

が激しく安全性を保てていない。早急に対応できない

か。（２）道路照明灯やカーブミラー、ガードレールな

ど、町内には修繕が必要な道路構造物は何件あるか把

握できているか。また、道路維持管理プログラムの検

討、策定はどうなっているか。以上、よろしくお願い

します。

○議長 赤嶺奈津江さん 副町長。

○副町長 新垣吉紀君 質問事項２（１）についてお

答えします。令和７年度で対応してまいります。

続いて（２）です。ご質問の修繕が必要な詳細な件

数については把握できておりません。道路維持管理プ

ログラムについては、今後南風原町総合交通戦略に基

づき令和９年度までに調査研究、10年度の策定を予定

しています。

○議長 赤嶺奈津江さん ２番 大城重太議員。

○２番 大城重太君 町道11号の太子橋のほうのガー

ドパイプが去年の12月頃でしたか、根元から折れて道

路側に倒れて車の通行を妨げるという事例がありまし

て、すぐ撤去というふうに対応はしていただいたんで

すけれども、あれから長いこと新しいものができてい

なくてどうなったかなというところで、何週間か前か

ら近隣住民のほうから連絡があって、新しいガードパ

イプがついていたよということで連絡を受けて私もそ

の確認をしております。そこはご対応いただきありが

とうございます。ただ、１つのガードパイプだけでは

なくて、この通り一帯ですね、もう何か所もガードパ

イプが腐食しておりまして、支柱があって３本のガー

ドパイプが通っているんですけれども、３本ともなかっ

たり、その代わりにロープが張られていたりとか、い

ろんなところでガードパイプが破損しているという箇

所が多い通りなんですけれども、いかんせんそういっ

た状況ではガードパイプとしての事故を防ぐための防

護柵としての機能を果たせていない、安全性が保てて

いないという状況ですので、とても危険な状態なのか

なと思っています。なので同じことが起きる前にガー

ドパイプが折れて倒れるということが起こる前にこの

通り一帯のガードパイプ全体を修繕してほしいと思い

ますが、ご対応いかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。今議員

ご指摘の箇所について、その部分のガードパイプにつ

いては次年度で全て修繕する予定となっております。

以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ２番 大城重太議員。

○２番 大城重太君 ご対応いただくということであ

りがとうございます。ここの箇所も恐らくですけれど

も、あの状態になるまでにすごい年月がかかっている

と思うんですね。なので長い間あの状態だったのかな

と思うんですけれども、そういった箇所が南風原町各

地どれぐらいあるのかというところで、２番の質問を

させていただいたんですけれども、南風原町総合交通

戦略にも道路維持管理プログラムの検討策定というの

が載っておりますけれども、それができれば恐らくこ

ういった状態になる前に前もって管理とか修繕とかで

きるんだろうなというふうに思っていて、このプログ

ラムの検討策定がとても重要じゃないのかなと思って

おります。これができれば順調に修繕できるのかなと

思っているんですけれども、計画を見るとこの検討に

５年ほどかかるというふうなスケジュールですけれど

も、そこができないと次に進めないというところもあ

ると思うので、早めにこの策定をしてもらいたいと思

うんですけれども、もう少しスケジュールを短くでき

ないかというところはいかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。今現在、

先ほどの答弁でも回答したとおり、10年度の策定を予

定していますというところなんですが、これを前倒し

するかどうかは今いろいろ全国的な事例とかを調査研

究している段階ですので、策定が目的というよりそう

いった維持管理のほうがどういうふうにうまくできて

いけるのかということを目的として、10年度の策定を

目指しながら、それまでの間で僕たちのほうで調査研

究したり、またどういった施設があるのかとかと日常

のパトロールの中からまた整備していきながら、策定

を待つわけではなくて、その前の年度でもそういった

維持管理のほうがどうにかうまく回っていく方法がな

いかとか、そういったふうに取り組んでいきたいとい

うふうに考えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ２番 大城重太議員。

○２番 大城重太君 ありがとうございます。少し今

の答弁を聞いて安心しました。策定を待たずにそういっ

た箇所があれば、管理が必要であればそこをやってい

くような感じになるかなというふうに受け止めます。

是非そういった感じで、今いい方向に向けて、最新事

例も含めて検討しているということですので、じっく

り見守っていきたいと思います。やっぱり命に関わる

部分でもありますので、そこは見極めを大切にして、



なるべく早く取り込まないといけないところは早く修

繕してもらうという形でよろしくお願いしたいと思い

ます。それでは次の質問に行きたいと思います。

大問３、自治会加入率の向上と活性化を。（１）現在

の自治会加入率の状況と、その推移についてどのよう

に把握されているか。（２）自治会の高齢化が懸念され

る。防災や防犯、持続可能な自治会運営においても、

若い世代の加入が望まれるが、若い世代の加入率が低

い現状に対し、加入促進の具体的な施策はあるか。以

上よろしくお願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 副町長。

○副町長 新垣吉紀君 質問事項３（１）についてお

答えします。令和６年３月の加入率は38.74％となって

います。推移については、毎年各自治会に加入世帯数

の調査を実施し把握しております。

（２）についてです。特に若い世代を対象とした自

治会加入促進の具体的施策は今のところございません

が、引き続き区長会と連携して取り組んでまいります。

○議長 赤嶺奈津江さん ２番 大城重太議員。

○２番 大城重太君 ありがとうございます。現在の

加入率は38.74％というところで、推移について、この

推移がどのような認識というか、過去から現在に戻る

までの推移の状況を見て、どういうふうな状況だなと

いうふうに認識されておりますでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 総務課長。

○総務課長 仲村兼一君 お答えいたします。本町で

は年々人口のほうは増えてはいるんですが、反比例し

て自治会加入率については年々減少しているというふ

うに見ています。その辺では本町に入ってこられた町

民の皆さんが自治会のほうに加入していないというこ

とも一因としてあるかと考えております。

○議長 赤嶺奈津江さん ２番 大城重太議員。

○２番 大城重太君 ありがとうございます。そのと

おりだと思います。加入世帯が減っているというより

は、新しく入ってきた人たちが自治会に加入しないの

で、加入数自体は微減だと思うんですね。世帯数は増

えてはいないけど、加入していない世帯が圧倒的に多

く、急激に増えたのでそこに対応しきれていないとい

う状況だと思っています。照屋区の場合も同じです。

私は照屋区で自治会活動をさせていただいているので、

照屋の自治会運営にも携わらせていただいているんで

すけれども、そこで過去のデータとかを調べて、過去

30年に遡ってどういうふうに推移してきたかというの

を調べてみました。照屋区ですと、30年前は72％、未

加入は28％でしたが、現在は加入率が27％で、未加入

が73％となっていて、約30年で完全に逆転してしまい

ました。また、30年前の区長さんは40代の方が多かっ

たんですけれども、今は70代の方が中心となっていて、

あのときやった方がまた30年後にやっているというよ

うな形になっています。こういったところから区長の

なり手不足とか高齢化というのも懸念されているよう

な状況ですが、こういったのは全国的に見れば珍しく

ないというか、全国的にはそういった理由で自治会が

解散するという事例は幾つもあると調べれば出てきて

おります。本当に要因はこういった高齢化や共働き世

代の増加による役員のなり手不足とか、あとは自治会

の加入者が減って自治会活動が厳しくなったというの

が典型的な要因なんですけれども、まさに照屋区もそ

こに当てはまっていて、それは照屋だけじゃなくて、

南風原町全体的に見てもそういった傾向にあるんじゃ

ないかなというふうに思っています。そこで私はとっ

てもこの状況に危機感を感じていて、議員に成り立て

のときから一般質問のほうでも自治会加入促進につい

て取り上げてきたんですけれども、行政としてはこの

状況に対して危機感を感じているかどうかお伺いいた

します。

○議長 赤嶺奈津江さん 総務課長。

○総務課長 仲村兼一君 お答えいたします。行政を

進める上で地域の活性化も必要なことだと思っており

ます。この自治会加入率が減少していることについて

は町としても何らかの形で対応できないかということ

で考えているところです。

○議長 赤嶺奈津江さん ２番 大城重太議員。

○２番 大城重太君 私の肌感覚からすると、本土の

出来事とか遠い先の話だよということではなくて、も

う身近に迫っている危機だなというふうに感じていて、

このまま対策をしないでいると数年後には本当に急に

ぱっと来年解散するよという自治会が出てきたりです

ね、そういった危機もあるんじゃないかというふうに。

もしかしたら南風原町のほうでもそういった場合には

行政はどういうふうに対応するとかということは、あ

らかじめ想定しておかないといけないのかなというふ

うに思っておりますが、そういったビジョンというか、

こういった場合にはこういう対応をするという準備は

できておりますでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 総務課長。

○総務課長 仲村兼一君 お答えいたします。そうで

すね、急には解散について正直なところ想定している

わけではないんですが、ただ議員おっしゃるように仮

に急に解散となった場合にですね、本町が事務委託し

ています、主に広報誌の配布ですとか、掲示板への掲

示ですね、こういったことについては町での対応にな



ると思っております。ただ、以前議員がおっしゃって

いた防犯灯の管理ですね、今現在字で管理しているこ

とについては、基本的には地域住民でやっていただく

ことになると思っております。ただ、そういったこと

がないように引き続き町として自治会が急には解散と

ならないように何らかの支援策について自治会の皆さ

んと一緒に考えていきたいと考えております。

○議長 赤嶺奈津江さん ２番 大城重太議員。

○２番 大城重太君 そうですね、実際なくなってし

まうと、行政にかかる負担も大きくなってきたり、い

ろんなトラブルが想定されると思います。何にしても

私は地元が照屋なんですけれども、地元が好きで今も

必死にもがいている状況ではあるんですけれども、こ

の誇らしい愛すべき地元の伝統芸能とか行事とかこの

地域がなくなるというのはとても悲しいことではあり

ますので、そうならないように対策していきたいと思っ

ておりますが、南風原町でも令和３年に南風原町にお

ける自治会への加入促進に関する協定を結んでいると

思いますが、協定を結ぶことがゴールではないと思っ

ています。まずは区長会の中でこの協定に関係してい

る団体をお招きして情報交換をするなど、いま一度協

力関係の構築に努めてもらって、情報収集から始めて

もらいたいというふうに思っていますが、いかがでしょ

うか。

○議長 赤嶺奈津江さん 総務課長。

○総務課長 仲村兼一君 お答えいたします。議員おっ

しゃるとおり協定を締結することがゴールではありま

せん。現在、協定を締結している関係団体との意見交

換のほうはしばらくできていない状況ですので、改め

て調整して実施について進めていきたいと思っており

ます。

○議長 赤嶺奈津江さん ２番 大城重太議員。

○２番 大城重太君 ありがとうございます。是非進

めてもらいたいと思うんですけれども、こうした行政

とか各団体とかといったところの連携は自治会の加入

促進にはとても重要なことだろうというふうに思って

います。ただ、やはり一番頑張るべきはそもそもその

自治会だというふうには自分も思っております。なの

で私もいろんな新しい取組をしたり、加入者を増やす

ようなところを、いろんな作戦を練っているところで

す。ただ、先ほども言った高齢化とか役員のなり手不

足とかというところが問題に挙げられていまして、い

ろいろ頑張りたい、足を使っておうちのほうに行って

加入促進を促すような説明をしたいとかというふうに

思ったところで、いかんせんチラシをつくって広報し

ようしようにも、そのチラシをつくるスキルがなかっ

たりとか。またパソコンの操作、ＳＮＳとかホームペー

ジを駆使して若い世代のニーズに合わせた情報発信を

したいといった、思ったところでちょっとまだそのス

キルがないというような、自治会を運営されている方々

が多いんですね。なのでそういった今の自治会の方々

に対して、そういったパソコンの操作を教えてあげた

り、もしくはこういった加入促進のチラシを、南風原

町の加入促進のチラシではなくて、自分の地元の、各

字に合った、各地域に合った、自治会に合った特色あ

る自治会加入促進のチラシをつくりたいといった場合

に行政側がつくってあげるとか、そういった手助けと

いうのが行政側でできないか。あくまで頑張るのは自

治会なんだけど、そのための手助けをしてくれるとい

うところで力を貸してくれないかというところなんで

すけれども、いかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 総務課長。

○総務課長 仲村兼一君 お答えいたします。議員が

おっしゃる自治会のデジタル化の推進や加入促進のた

めのパンフレットの作成等、そういったことについて

は地域活性化の観点から重要な取組だと考えておりま

す。このことについては財政状況を踏まえ、またほか

の自治体の状況等も参考にしながら、そういったこと

で補助制度、そういったものも参考にして、今後具体

的な支援策については検討していきたいと考えており

ます。

○議長 赤嶺奈津江さん ２番 大城重太議員。

○２番 大城重太君 是非前向きに検討していただき

たいと思うんですけれども、（２）にも行きたいと思う

んですけれども、若い人が区長になっても運営できる

ように、もしくは若い方が区長になりたいと思えるよ

うな、先ほども課長のほうがおっしゃっていた補助制

度とかを充実させてほしいというふうに思うんですけ

れども、例えば40代とか40代以下とか、若手が区長に

就任するとなった場合には、40代といえば働き盛りで、

家庭があれば生活のほうも支えていかないといけない

というところで区長の給料だけではどうしてもという

ところもあるかと思いますので、最初のスタートアッ

プのときには100万円の生活補助をするとか、そういっ

たものがあってもいいのかなと思うぐらい、若手を入

れるためにあの手この手ちょっと考えてほしいなと思

います。また補助金ですね、ＤＸとかそういった自治

会の加入に使えるような補助金メニュー、増やすとか

といったふうに考えているんですが、いかがですか。

○議長 赤嶺奈津江さん 総務課長。

○総務課長 仲村兼一君 お答えいたします。本町の

補助金制度について、昨日も事務委託料の件で岡崎議



員からもあったんですが、厳しい財政状況ということ

もありますので、その辺を踏まえて何らかの補助事業

の活用ですとか、そういったものがないかも含めて地

域への支援ができるものについて、改めて調査研究の

ほうを行っていきたいと考えております。

○議長 赤嶺奈津江さん ２番 大城重太議員。

○２番 大城重太君 是非ですね、今のうち手を打っ

ておかないと、本当に数年後にはなかなか手のつけら

れないような状況になっている可能性もありますので、

是非先のことを読んで、先読みして動いていってほし

いなというふうに思います。

最後になるんですけれども、来月４月からは体協も

始まります。若者の自治会離れというのが本当に懸念

されるところで、来年度４月から始まる体協もだんだ

ん若い方の出場が減っているなというところで、そこ

からも自治会離れが始まっているというところが様子

をうかがえるんですけれども、いろいろ南風原町の情

報発信を見ていたら体協から島尻代表になって県民大

会に出ようよみたいなチラシを出していたり、そういっ

たところを見ますので、是非力を合わせて自治会、自

治体共に力を合わせて若手が南風原でどんどん活躍で

きるような地域にしていきたいと思っていますので、

よろしくお願いします。以上で質問を終わります。あ

りがとうございました。

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午前10時44分）

再開（午前10時52分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。

通告書のとおり順次発言を許します。３番 當眞嗣

春議員。

〔當眞嗣春議員 登壇〕

○３番 當眞嗣春君 それでは質問に入りたいと思い

ます。今回で僕は何回目になるんでしょうか。初回の

ときにはかなり緊張しましたけれども、その緊張感も

大分薄れて、何かこれでいいのかなと。年のせいなの

かなということもあるんですけれども、大事な議会で

あります。当初の緊張感を思い出しながらしっかりと

質問していきたいというふうに思います。質問を述べ

る前に所感を若干述べたいと思います。

石破政権は、高額療養費引上げ凍結になりましたが、

引き続き商品券配布問題で政権を現在騒がしています。

石破さんは政治と金の問題を断ち切るために首相に

なったはずですが、今回の商品券問題で明らかになっ

たように、金権腐敗を断ち切れていません。石破さん

は党内野党と言われていたときは、安倍派批判をして

いましたけれども、今では安倍派に配慮した人事や政

策上の変更が非常に目立ちます。また、以前は日米地

位協定、沖縄にとってはとても大事な協定であります。

この日米地位協定の改定を言っていましたが、さきの

トランプ大統領との会談では一言も述べていません。

石破さんの問題は、国民に向き合っていないというこ

とが明らかになったのではないでしょうか。高額療養

費の問題でも多数の異論や反発がある中で、自民党か

ら参議院選挙への影響を心配した批判が出てきて方針

を変えました。また商品券問題でも従来の金頼みの自

民党の殻から抜け出せていないというのが現状です。

2027年までに防衛費をＧＤＰ比２％にする。その方針

も変えてはいません。トランプ大統領と引き続き防衛

費を増やす約束をしています。結局、石破政権は国民

の声を聞かずに党内や財界、米国の声しか聞かないと

いうことがいよいよ明らかになっています。

このような不正の状況の中で、それで沖縄はどうな

のかという点についても少し話したいと思いますけれ

ども、この沖縄の現状は県民所得が216万7,000円となっ

ています。これは全国比で72.8％、約７割ですね。非

常に低い水準です。さらに県内労働者は４割が非正規

となっています。人数にして25万4,000人となっていま

す。自治体職員、私たちのこの南風原町もそうですけ

れども、自治体職員は46％が会計年度任用職員となっ

ています。たしか南風原町は去年のデータで５割を超

えていたんじゃないかというふうに私は記憶をしてい

ます。その数は１万4,000人、そのうち76.6％が女性の

職員となっています。また、国民年金、お年寄りにとっ

ては非常に大事な収入源ですけれども、この国民年金

も平均受給額は月５万1,864円で、これは全国一少ない

年金となっています。2019年からの消費税増税10％に

増税されましたが、県民１人当たり年間10万3,190円の

負担となっています。また、23年からインボイス増税

で中小零細業者、農業、フリーランスに深刻な影響を

与えています。さらには社会保障の削減で国保税、医

療費、介護利用料、教育の負担が重くのしかかってい

ます。その上、物価高騰が私たちの生活を直撃してい

ます。消費者物価指数全体で109.5％、これは県が出し

た統計です。今年１月31日に出した統計です。109％の

値上げですね。急激な物価高騰が続いています。安い

給与、長時間労働、職場の多忙化ということも加わっ

て、私たちの生活はますます厳しい状況になっている

と。

そういう状況を踏まえて、私は質問に入っていきた

いと思います。質問は一問一答でお願いしたいと思い



ます。

それでは大問１の質問、学校給食について。（１）４

月から実施される給食費値上げについて、その経過と

事由について伺う。（２）値上げによる新たな歳入額は

幾らか。（３）保護者の声は反映されているか伺う。（４）

直近の本町における就学援助の受給率はどうなってい

るのか。（５）マスコミの報道で本県の公立校の給食が

国の摂取基準を下回るとの報道がありました。本町の

摂取基準は達成されているのかどうかについてお伺い

します。（６）昭和29年文部事務次官通達の７番「経費

の負担」について伺う。以上６点、よろしくお願いし

ます。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育長。

○教育長 金城郡浩君 質問事項１（１）についてで

す。近年の物価高騰等により物資の仕入れ値などの改

定が重なり、現行の給食費では栄養バランスの取れた

給食の提供が困難となったため、町学校給食運営委員

会における改定会議や教育委員会を経て学校給食改定

を決定いたしました。

（２）についてです。令和７年４月給食費の改定に

より、令和６年度賄材料費の当初予算額と比較して、

5,712万1,000円の増額が見込まれています。

（３）についてです。学校給食共同調理場運営委員

会の委員には、各小中学校のＰＴＡ代表、校長先生、

地域代表として区長、会長、園長も含まれており、学

校給食の運営については、保護者、地域、学校の声も

反映されていると認識しております。

（４）についてです。令和６年２月末時点での受給

率は、小学校25.18％、中学校29.62％となっておりま

す。

（５）についてです。本町における学校給食は、文

部科学省が定める学校給食摂取基準を満たしておりま

す。

（６）についてです。昭和29年に学校給食法並びに

同法施行令等の施行について、学校給食法制定の趣旨

を徹底させるよう通達があり、経費の負担について学

校給食法の趣旨を示した内容になっております。

○議長 赤嶺奈津江さん ３番 當眞嗣春議員。

○３番 當眞嗣春君 答弁ありがとうございました。

それでは随時（１）から再質問をしたいと思います。

今回の値上げについてですけれども、物価高騰という

ことがその前提になっています。そのために運営委員

会等々を経て議論をされて、値上げの結果となったと

いうことがありますけれども、これは要するに物価の

高騰によってこれまで米の購入が、従来どおりに物価

が上がっていますので当然購入できないと、その分栄

養のバランスが崩れるというふうな発想ですけれども、

結局物価高騰で材料が買えない、満たされないという

ことですよね。栄養バランスの前に必要な米が購入で

きないという内容ですよね。このことは運営委員会の

資料にも出ていました。令和２年度と令和６年度の比

較でこれまで米の値段がこの単位でここまで来ていた

ものが、６年度になるとこれができなくなったという

ようなことがありましたけれども、これですね、結局

（２）で示されているとおり、額にすると5,700万円ぐ

らいの予算が必要になったということですよね、これ

はね。そのように理解していいですか。まずはそれを

確認したいんですが。単純な発想ですけれども。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

食材等については、物価高騰により値段が高騰してい

るという状況であります。お米に関しては県が年間を

通して国のほうから入札をして私たちのほうに卸して

いるというものですので、物がないというわけではな

いということと、１年間は同じ額で供給できるという

ことになっております。

（２）の約5,700万円余りが必要となっているんだよ

ねという質問に対しては、そのとおりだと考えており

ます。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ３番 當眞嗣春議員。

○３番 當眞嗣春君 答弁にあったように、栄養のバ

ランスが取れないとなった場合、やっぱり父母は心配

すると思います。これはいかんなと。ところが実態と

しては5,700万円足りないということになるわけですよ

ね。それを補うために値上げをしたということだと思

いますけれども、じゃあ問題はこの不足分の歳入をど

う補うかという問題ですね。これは今度の議会として

は父母負担という選択をしたということですよね。保

護者に負担をしてもらうと。それで４月からの改定を

したと。ところが県の補助だとか、重点政策の交付金

等があったので、父母負担は最低限抑えられたと。し

かし中学については半額援助できたという点では、やっ

ぱり父母負担を減らすという点では、今回これでよかっ

たと思います。問題は、こういう形が次年度も保証さ

れるかというと、それはその保障がないので、是非学

校給食の無償化という方向での検討をすべきじゃない

かというふうに私は考えています。

問い（３）保護者の声を反映されているのかという

ことですけれども、先ほど述べたように栄養のバラン

スが崩れるからとなると、保護者からの同意は得やす

いと思いますけれども、実際に物価高騰というのは保

護者自身も抱えている問題ですよね。保護者も大変な



んです。そんな中で実際に値上げするよといった場合

に、果たしてその趣旨がどれだけ父母に反映されてい

るかという点は非常に疑問を持っています。そこで質

問したいんですけれども、この運営委員会、ＰＴＡの

代表というのがあります。このＰＴＡの代表というの

は何名でしょうか。それが一つと、あともう一つは保

護者や地域や学校の声も反映されているというふうに

ありますけれども、どのように反映されているのか具

体的に値上げしますよといったときに、保護者はそれ

に対してどういう反応だったのかということも含めて

掌握できるのかどうか、そこら辺について答弁をお願

いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

学校給食共同調理場運営委員会の委員のほうには、各

小中学校のＰＴＡ代表とありますので、６校ですね、

小中学校合わせて６名になります。地域代表として区

長の会長お一人、園長会の会長お一人ということにな

ります。ちょっと休憩をお願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午前11時07分）

再開（午前11時07分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん 声が反映されている

かどうかについてですけれども、私たち運営委員会を

行うときに現状をまずは話しします。この現状でこう

いう状態ですが、どのように改善しましょうかという

話から始めます。その中で充実させるためには学校給

食費も値上げしましょうという話になった結論になっ

ています。でも、ただ値上げをしましょうではなくて、

栄養バランスであったり楽しみですね、デザート等、

そういったものとかバランスも見ながら計算をして、

この程度で大丈夫だろうということで値上げを決定し

て、額も決定しております。あと、保護者の方々の意

見を聴取するために今回アンケートも行いました。そ

の中でその意見も反映されての結果だと考えておりま

す。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ３番 當眞嗣春議員。

○３番 當眞嗣春君 答弁ありがとうございます。Ｐ

ＴＡの代表だとか区長会長だとか園長というのがあり

ますけれども、このメンバーは保護者や地域、学校の

声、ここに入っているということですか。お答えくだ

さい。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん そのとおりです。以

上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ３番 當眞嗣春議員。

○３番 當眞嗣春君 これに関してですけれども、人

数の件もあると思いますけれども、本当に多くの方の

意見が反映されているのかという点では、やっぱりこ

れだけでは不十分だと思います。あと僕の主観ですけ

れども、ＰＴＡ会長だとか区長の会長だとか、それか

ら園長さん等々は裕福と言ったら語弊があるかもしれ

ませんけれども、割と生活が成り立っている部分の層

じゃないかというふうに思います。そういう点では実

際に住民の声を正しく反映するという点では少し不十

分じゃないのかというふうに考えます。あと、アンケー

トを取ったという答弁がありましたけれども、このア

ンケートの中に値上げに対してどうなのかというよう

な項目はあったのでしょうか。答弁お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん 値上げについてとい

うことで質問をしてはおりません。今満足をしている

か、満足していないかの判断の下、出た結果が「量を

増やしてほしい」「野菜を増やしてほしい」「地産地消

に取り組んでほしい」「牛肉と魚を増やしてほしい」と

か、値上げしてもいいので品数を増やしてほしいとい

う意見が多々ありました。そういった声が上がってき

ているというものになります。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ３番 當眞嗣春議員。

○３番 當眞嗣春君 アンケートの内容を今お聞きし

ましたけれども、満足しているかしていないかという、

それだけじゃないですよ、いろいろ地産地消の問題も

ありましたけれども、そういう点をした場合に、僕ら

が求めたような回答が出てくると思います。実際にこ

ういう要求を満たすために結果として値上げをしなけ

ればならないと。幾ら値上げするということが話され

て初めて、自分の生活に結びつけて素直が意見が出る

んじゃないかと思いますけれども、やっぱり教育委員

会の取組としてはそこら辺がちょっと手薄じゃないの

かなというふうに感じます。

（４）に進みます。就学援助の受給率の問題をお聞

きしました。これも生活の厳しさを表す一つだと思い

ますけれども、南風原町においては小学校で25.1％、

約４名に１人がそういう援助を受けていると。中学校

に至っては約３割の数字が出ていますけれども、この

数字は近隣市町村、あるいは類似町村と比較してどう

なんでしょうか。高いんでしょうか低いんでしょうか。

そこら辺の資料の持ち合わせがあれば報告してほしい

と思いますけれども、いかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 学校教育課長。

○学校教育課長 宮良泰子さん お答えいたします。



申し訳ございません。近隣の資料は持ち合わせてござ

いません。

○議長 赤嶺奈津江さん ３番 當眞嗣春議員。

○３番 當眞嗣春君 今、ないということですか。戻

ればそれはありますということなんでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 学校教育課長。

○学校教育課長 宮良泰子さん お答えいたします。

本町のほうに近隣の受給率の資料はございませんので、

ここだけではなくその資料自体がございません。以上

です。

○議長 赤嶺奈津江さん ３番 當眞嗣春議員。

○３番 當眞嗣春君 ありがとうございました。是非

ですね、そういう資料も取り寄せて慎重に検討してほ

しいというふうに思います。（５）に行きます。

（５）については、摂取基準の問題ですけれども、

これは議会の中で現場視察に行ったときにも課長から

詳しい話を聞きましたのでそれで納得しましたので、

５番についてはオーケーです。

最後に（６）の件です。これがとても大切と思って

いるんですけれども、これについては確かに歳入歳出

の兼ね合いでお金の問題になりますので考えなければ

ならない。物価高騰したから一緒にはならないという

ふうになると思うんですけれども、物価高騰より以前

に学校給食に対する考え方というのをいま一度整理し

て、どういう視点でこの学校教育に臨むのかというこ

とも大事な視点だと思います。そういう意味ではここ

で改めて、これは前回に話した内容になるかと思いま

すけれども、学校給食法の11条の問題です。この11条

の問題については先ほど述べましたように説明があり

ました。僕はもう少し立ち入って討論をしたいんです

けれども、この11条に関しては2018年の参議院でこれ

に関する質問がされています。文科省の正式な見解が

そのときに表明をされています。どういう見解だった

かというと、こう述べています。この11条の規定です

ね、この規定は経費の負担区分を明らかにしたものだ

と。そして保護者の経済的負担から見て地方公共団体、

学校法人、その他のものが児童の経費の一部を補助す

る場合、これを禁止するものじゃない。これは一部じゃ

なくて全額補助も否定しませんという内容なんですね。

要するこれらの規定は小学校の設置者と保護者、両者

の密接な協力によって学校給食がいよいよ円滑に実施

され、健全な発展を見ることが期待されるという、立

法の根本的趣旨に基づいて解釈されるべき。これは文

科省がそのように解釈されるべきだということをはっ

きり述べています。実は、この2018年当時、学校給食

を実施している自治体は67だったそうですけれども、

こういう見解を示されて以降、現在は547自治体に広

がっています。結局この11条が一つの大きな壁になっ

ていたということがそこで示されると思います。比嘉

さんには申し訳ないんですけれども、そういうのがあ

るんじゃないのかというのがあります。

そしてもう一つ付け加えて憲法の話です。26条です

ね。憲法26条では、義務教育は無償にすべしというこ

とがはっきり明記されています。無償をどこまで範囲

を広げるのかというのが議論にはなっていますけれど

も、無償にすべきです。これが基本ですね。学校給食

については食育法が５年ぐらい前でしたかできて、そ

の食育法の中で学校教育の一環であるということが位

置づけられています。学校教育の一環です。したがっ

て給食も無償にすべきだというふうに導き出されると

思います。そう考えると、この学校給食問題というの

は物価高騰とかいろいろあるんですけれども、やっぱ

り憲法を実践するという立場で臨む必要があるんじゃ

ないかというふうに私は考えています。

付け加えて述べていきたいんですけれども、いろい

ろ私はあるよと、法改正もあるよと、自治体の立場は

どうなんだという話なんですね。自治体としては結局

就学援助制度があります。その生活保護の制度があり

ます。そういうところで免除されていますと。だから

無償化というのはどうかというような考えもあります。

そこで免除になっている子どもが、その子どもたちの

実際の学校現場ではどういう位置づけになっているの

かというのがあります。これは個の問題ですので、こ

こでこうだと明確に出すことはできませんけれども、

こういう子どもたちが学校現場でどういう位置づけに

なっているのかというのが一つの問題としてあります。

ですからどんな環境や家に生まれても気にすることな

く、誰でも給食はおなかいっぱい食べることができる

と。みんな一緒なんだということこそ、私は教育の根

本にしなければならないというふうに思います。

今朝、タイムスの朝刊にこういう記事が載っていま

した。学校給食に関する投稿があって、その内容は那

覇市の例を出していますけれども、学校給食費の無償

化というのは市長、町長の政策の発想が大事だという

ことがありました。要するにいろいろあるんですけれ

ども、近隣市町村を参考にします。県の動向を見守り

ますとあるんですけれども、やっぱりその長はしっか

りそうやって進めていくことが大事だというのがあり

ました。それを踏まえて改めて町長に見解をお伺いし

たいと思いますけれども、いかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 町長。

○町長 赤嶺正之君 それではただいまの當眞議員の



ご質問にお答えをいたします。学校給食法に関しまし

ては、議員ご指摘のとおり国や、あるいはまた地方公

共団体が援助することは排除しないというふうな解釈

ももちろんできます。ただ、本文の主なところといい

ますか、賄材料費に関しましては保護者負担とすると

いうのがまず第一にあってですね、その後にいろんな

通達等がありまして、議員ご指摘のとおり補助するこ

とは排除しないよというふうな解釈だと私は認識して

おりまして、それで保護者の皆さんに賄材料費の負担

をお願いしているということでございます。そういっ

たことに関しまして、那覇市の例がございましたけれ

ども、他市町村の事例はなかなかどうこう言いたくあ

りませんけれども、那覇市の市長の方針といいますか、

多分に就任なさるときの公約ですか、そういったふう

なものになっていたのかなというふうにも私は認識し

ております。私は当時就任する際は学校給食の無償化

に関しましては、特に公約として上げていなかったも

のですから、現在に至っているわけですけれども、た

だ国や県からの助成に関しましては大いに活用してい

きたいというふうに思っております。以上でございま

す。

○議長 赤嶺奈津江さん ３番 當眞嗣春議員。

○３番 當眞嗣春君 町長ありがとうございました。

まだまだ議論を重ねていく必要があるなと思いますの

で、今後とも議会において学校給食問題について積極

的に議論を重ねていきたいと思います。

それでは２番目の問題について述べます。まず質問

から、体育館エアコン設置についてです。（１）空調設

備臨時特例交付金について伺う。（２）その空調設備臨

時特例交付金を活用すべきと考えるが施策はあるのか。

この２点です。よろしくお願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育長。

○教育長 金城郡浩君 質問事項２の（１）について

です。空調設備臨時特例交付金は、学校施設の避難所

機能を強化するため、避難所となる全国の学校体育館

等への空調整備に対しての交付金となっています。

（２）についてです。小中学校体育館へのエアコン

導入については、令和８年度以降に検討してまいりた

いと考えております。

○議長 赤嶺奈津江さん ３番 當眞嗣春議員。

○３番 當眞嗣春君 答弁ありがとうございます。こ

の交付金、非常に有効な交付金になるんじゃないのか

ということを考えています。僕以前にも体育館へのエ

アコン設置の問題も述べましたけれども、これをさら

に前に進めていく上でいい交付金ができたなと考えて

います。少し説明を付け加えますと、これは昨年度、

2024年度の補正予算にこれが組み込まれたんですよね。

24年に創設されています。これは小中学校のエアコン

の設置率、全国的には今22.1％になっているそうです。

残念ながら南風原町はまだどこの体育館にも設置され

ていません。22.1％というのは文科省が調査した数字

ですけれども、24年９月30日段階で22.1％となってい

るそうです。そういう状況の中で全国の小中学校の体

育館は95％が避難所に指定されているというふうになっ

ているそうです。それを受けてこの10年間でエアコン

の設置率を95％まで引き上げようと。そのためにこれ

は持たれた交付金なんです。大いにこれは活用すべき

だと思います。もう少し掘り下げると、これは2023年

７月30日付で避難所における空調設備の設置等につい

てとする事務連絡が出ているそうです。これは市町村

レベルに来ていないと思いますけれども、県教育委員

会、そこら辺に来ていて具体化せよみたいな話がある

そうですけれども、その内容は改正気候変動適用法に

基づいて、熱中症対策実行計画、これが2023年５月に

閣議決定されて、それを受けての今回の交付金という

ような運びになっているそうです。ですから、是非活

用していただきたいというふうに思います。（２）のと

ころで、８月に検討するとありますけれども、是非確

実に実行できるようにしてほしいというふうに思いま

す。

あと実施する際に、この体育館への空調設備の設置

については、今回の交付金が非常に使い勝手のいい交

付金になっていますけれども、それ以外にも幾つかの

交付金があるんですよね。これは実は緊急災害・減災

事業債とか、それから学校施設環境改善交付金、さら

には防災・減災・国土強靱化緊急対策事業とか、あと

過疎対策事業債等々あるそうです。どの交付金を活用

したほうがいいのか。どの交付金が補助率が高いのか

等々、もしそういう資料があれば、今報告してほしい

かと思いますけれども、それぞれの事業の補助率がど

のぐらいなのかというのが分かるのであればご報告し

ていただきたいと思いますが、いかがですか。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育部長。

○教育部長 与那嶺秀勝君 お答えします。議員おっ

しゃる交付金関係、資料等々はありますが、比率につ

いては今現在分かりません。ただ、議員おっしゃると

おり学校施設等の環境整備については、そういった交

付金、高率的な交付金、補助金がないかも調査研究し

ながら、前向きに取り組みたいと考えております。以

上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ３番 當眞嗣春議員。

○３番 當眞嗣春君 是非ですね、検討して進めていっ



ていただきたいというふうに思います。

３番目に行きます。まず質問から。（１）総務省、昨

年12月２日付の通知について伺う。（２）通知に基づく

例規の改正、所要の処置について伺う。以上２点です。

答弁よろしくお願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午前11時29分）

再開（午前11時29分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。３番 當眞嗣

春議員。

○３番 當眞嗣春君 どうも失礼しました。３番とい

う形で多分述べたかと思いますけれども、きちんと質

問します。大問３、非正規公務員の病休の有給化につ

いて。（１）総務省、昨年12月２日付の通知について伺

う。（２）通知に基づく例規の改正、所要の処置につい

て伺う。以上２点です。

○議長 赤嶺奈津江さん 副町長。

○副町長 新垣吉紀君 質問事項３（１）についてお

答えします。総務省通知の内容は、「非常勤職員の病気

休暇については、有給化とすること。」と記載されてお

ります。

（２）です。本町おける会計年度任用職員の病気休

暇の有給化については、令和２年度の会計年度任用職

員制度開始より実施しております。

○議長 赤嶺奈津江さん ３番 當眞嗣春議員。

○３番 當眞嗣春君 答弁ありがとうございます。こ

の件に関しては、昨年の12月17日、改正国家公務員育

児休業法が成立をしています。そこで人事院規則が改

正をされてこの通達に結びつくんですけれども、この

通達の中で非常勤職員の病気休暇について有給化をし

ようということが提起されています。それから非常勤

勤務員の休暇の見直しについて、令和７年４月１日か

ら施行せよということになっております。もうすぐで

す。そういうことから急ぐ案件じゃないかと思って取

り上げたんですけれども、この通達の中身をもうちょっ

と詳しく述べると、先ほど病休の場合に有給休暇とい

う形でね、これはすぐ取り上げられていますけれども、

これは病休だけじゃないんですよね。例えば、これは

非常勤の場合であったとしても出生サポート、出生す

るために、サポートするために休むという内容だとか、

配偶者の出産休暇とか、それから育児参加のための休

暇とか、短期介護の休暇だとか、こういうことを述べ

てですね、幅を縛るんじゃなくて広げようという内容

になっています。だからそういう意味で早急にこれを

法令化して、南風原町でも実践する必要があるんじゃ

ないかということでこの質問をしています。中身につ

いてもっと詳しく調査をして、より具体的にこれを法

制化していくということを早く進めていってほしいと

いうことを強く述べて、次の質問に行きます。

最後に平和首長会議について。大問４、平和首長会

議について。（１）平和首長会議の設立と目的について

伺う。（２）本町の平和首長会議への加盟年月日と、こ

の間の履行と実績について伺う。答弁よろしくお願い

します。

○議長 赤嶺奈津江さん 副町長。

○副町長 新垣吉紀君 質問事項４（１）についてお

答えいたします。平和首長会議の設立は、昭和57年に

世界平和連帯都市市長会議として設立され、平成13年

に平和市長会議、平成25年８月６日に平和首長会議に

名称を変更しております。また、同会議は「核兵器廃

絶の喚起」、「飢餓・貧困の解消」、「難民問題・人権問

題の解決」、「環境保護」、「世界恒久平和」の実現に寄

与することを目的としています。

（２）です。本町は、平和首長会議が日本国内の基

礎自治体への加盟要請を開始した平成20年２月に加盟

しております。同会議への参加はありませんが、本町

では様々な平和事業を実施しております。

○議長 赤嶺奈津江さん ３番 當眞嗣春議員。

○３番 當眞嗣春君 答弁ありがとうございます。こ

の首長会議ですね、現在166か国、地域としては8,472

の主体が加わっているそうです。すごく大きな組織に

なっているんですけれども、国内日本だけでも1,740の

自治体が入っています。その中に南風原町も入ってい

るということで、私もこれは最近知ったことなんです

けれども、非常にすばらしいことだと思います。南風

原町は非核宣言都市についてもいち早く宣言をして、

これまで頑張ってこられています。あとこの目的から

しても大変有意義なものになると思います。今回の一

般質問で戦後80周年、これは被爆80周年でもあるわけ

ですよね。非核、核兵器使用禁止のこの大きな流れも

盛り上がってきています。この時期にやっぱりこの趣

旨、目的に沿って南風原町で何らかの行動を起こして

いくということがとても大切なことになると思います。

是非その趣旨に従って実践されるよう頑張ってほしい

と思います。

最後にこういう意見書も南風原町は出しています。

これは令和３年に出していますので、頑張ってほしい

ということを最後に述べて質問としたいと思います。

どうもありがとうございました。

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午前11時37分）

再開（午前11時38分）



○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。

通告書のとおり順次発言を許します。９番 石垣大

志議員。

〔石垣大志議員 登壇〕

○９番 石垣大志君 皆様、お疲れさまでございます。

石垣大志一般質問を始めさせていただきます。一問一

答でお願いいたします。質問事項１、ウガンヌ前公園

の管理に関する条例及び協定について問います。（１）

ウガンヌ前公園の管理について、条例や協定の内容が

曖昧であり、管理負担や町の役割について実情に合わ

せた整理が必要であると考えます。維持管理業務の範

囲や夜間の治安対策、財政支援等、条例等の解釈や、

改正について協議を重ねていただきたいが、町の見解

を伺います。①条例第18条の維持管理業務の範囲が不

明確であり、曖昧な状態である。協定書や関連規定に

おいて、自治会が担う業務の範囲の不明確な点につい

て見解を伺います。②条例第４条の利用時間について

「７時～22時まで」と規定されておりますが、夜間の

治安や非行対策について、自治会単独での対応には限

界があり、条例や管理協定には夜間の管理についての

具体的な規定がなく、夜間における公園の治安対策や

非行防止対策については、町としても対応する必要が

あると考えますが、見解を伺います。③条例第17条に

ある「町が支払うべき管理費用に関する事項」と規定

をされておりますが、具体的にどのような支援が行わ

れるのか不明確となっておりまして、自治会が負担す

る管理コストと、町が支援すべき範囲を明確化する必

要があると考えますが見解を伺います。④同条例及び

協定について、解釈や改正等について自治会と協議が

できないか伺いたいと思います。答弁よろしくお願い

いたします。

○議長 赤嶺奈津江さん 副町長。

○副町長 新垣吉紀君 質問事項１（１）について、

①から④まで順を追ってお答えいたします。まず①に

ついては、業務の範囲を詳細に定めないことでのメリッ

トは、指定管理者が公園の状況やニーズに合わせた柔

軟な対応が可能となることや、広場等の利用において

指定管理者の裁量による創意工夫を促すことが可能と

なります。

②についてでございます。夜間の管理について、町

が契約している警備員の巡回パトロール及び東屋、ト

イレの施錠開錠を実施しております。

③については、自治会が負担する管理費用は、光熱

水費、トイレットペーパーなどの衛生用品が該当しま

す。本町が負担する費用は、施設の修繕、夜間警備、

清掃用具等の提供となります。

④については、よりよい公園となるよう、今後も自

治会と連携を密にし、管理上の課題解決に向けた協議

を継続してまいります。

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午前11時42分）

再開（午後１時00分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。

一般質問、再質問からになります。９番 石垣大志

議員。

○９番 石垣大志君 皆様改めましてお疲れさまでご

ざいます。一般質問を行ってまいります。まず、今回

のウガンヌ前公園の管理に関しまして質問をさせてい

ただきましたけれども、質問に当たりまして、まず、

たびたび現場に足を運んでいただきました課長に感謝

を申し上げたいと思います。是非これからも一緒に考

えて……。今のウガンヌ前公園の現状をお伝えさせて

いただきますと、小中学生によるポイ捨て等の注意喚

起が増えていたり、アルコール缶、たばこ、避妊具、

ハンガー付きの高級品と見られる洋服が捨てられてい

たりですね、こういったごみが増えていて治安上の不

安の声が上がっているような現状があります。また、

公園設備に関しましてもトイレのドアの破損であった

り、屋根の上に登ったりそういった危険行為等も見受

けられております。

過去には東屋で浮浪者の滞在、無断滞在というんで

すかね、そういう事例等もあったというふうに伺って

おります。一番自分が気になっている点は、青少年の

バイクのナンバープレートを見ると、沖縄市だったり

とか、南風原町外の子どもたちも多数見受けられてお

りまして、小学生のお子さんに話を聞くと那覇市の学

校が終わって、南風原町のウガンヌ前公園に遊びに来

たというお話もございました。こういった何と言いま

しょうか、子どもたちの健全育成に関して非常に複雑

な問題が出始めているなというふうに感じております。

改めてこの条例や協定等の解釈について、実情に合わ

せた整理が必要ではないかというふうに考えておりま

す。まず、この点に関して見解を伺えたらと考えてお

ります。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。今議員

がおっしゃったとおり、ウガンヌ前公園のほう様々な

問題があるということは伺っております。またそれに

対して条例や協定のほうに、そういった問題に対して

の記載等がないことも理解しております。それに対し



て実情に合わせた整理が必要ではないかというところ

なんですが、おっしゃるとおり今現在の問題や現状に

合わせた整理が必要だというふうに考えております。

以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ９番 石垣大志議員。

○９番 石垣大志君 ありがとうございます。①の18

条に関する業務の範囲を詳細に定めないことでのメリッ

トがあるというところも私自身理解もいたしておりま

す。是非この部分についても今後協議を重ねていきた

いと思いますけれども、この協議について答弁をいた

だけたらと思います。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 条例第18条の維持管理

業務のほうの協議については、自治会と協議のほうは

行っていきたいと考えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ９番 石垣大志議員。

○９番 石垣大志君 ありがとうございます。

②に行きたいと思います。答弁といたしましては、

条例第４条については、夜間の管理について町が契約

している警備員の巡回パトロール及び東屋、トイレの

施錠を実施しているというところでありますけれども、

先ほど現状報告をさせていただきましたけれども、通

告書でも触れましたけれども、非行防止対策や治安維

持に関しては、やはり自治体単独では限界があるとい

うふうに思っております。非行防止や健全育成の部分

に関しては警察と町が連携することもやはり必要不可

欠じゃないかなというふうに思いますけれども、見解

を伺えたらと思います。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えいたします。今

議員がおっしゃるとおり、治安対策や非行防止の対策

ですね、こういったものは自治会や、また町だけでは

対応ができない部分がありますので、その分に関して

警察と情報共有やどういったことが対策としてできる

かなどの連携は必要だというふうに考えております。

以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ９番 石垣大志議員。

○９番 石垣大志君 ②に関してですけれども、答弁

の中で警備員の巡回パトロールという記載があります

けれども、この部分に関しては今回の質問に関する内

容を警備員の方に現状を伝えて協力していただけると

いう理解でいいのか、確認したいと思います。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。警備の

ほうは巡回パトロールをすることで監視というか、巡

回していますということでそこにいる方への注意喚起

ができることというふうに考えております。こういっ

た現状があることは警備の方も理解しておりますし、

また警備の方からたむろがあるとか、ごみが捨てられ

ているとかそういった報告は受けておりますので、ま

たその分に関して情報を共有しながら警備の方と、ま

たどういうことができるかとかは相談していきたいと

考えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ９番 石垣大志議員。

○９番 石垣大志君 ありがとうございます。

③に行きたいと思います。答弁といたしましては、

17条については自治会が負担する管理費用は光熱水費、

トイレットペーパーなどの衛生用品が該当しますと。

本町が負担する費用に関しては施設の修繕、夜間の警

備、清掃用具等の提供となりますとの答弁でございま

す。ここでちょっと確認したいのが、宮平だけではな

くて、補導事案であったり非行事案の報告は町として

受けているのか。ほかの自治体のこういった冒頭申し

上げたような事例を集約できているのか。宮平だけで

はなくてほかの自治会に関しても、その辺を確認した

いと思います。

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午後１時08分）

再開（午後１時09分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。都市整

備課のほうで確認している事例としては、ほかの公園

のほうで、津嘉山公園でのたむろ行為やぼやというか、

少し燃やされた後があるとか、また、クサティ森公園

のほうでのたむろや施設の破損、そういったのは情報

として把握しているというところです。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ９番 石垣大志議員。

○９番 石垣大志君 この情報の集約でありますけれ

ども、所管は都市整備課ということでよろしいですか。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 公園等に関する主管に

関しては都市整備課のほうで行っております。以上で

す。

○議長 赤嶺奈津江さん ９番 石垣大志議員。

○９番 石垣大志君 自分自身も混乱していてですね、

公園の管理もそうなんですが、子どもたちの健全育成

という部分とちょっとごっちゃになって、質問がおか

しくなっているんですけれども、確認したいところを

簡潔に伺ってまいりたいと思います。

答弁にある本町が負担する費用についてですけれど

も、施設の修繕、夜間警備、清掃用具等の提供となり

ますと。この答弁の部分、記載がある部分はどこに規



定されているのか確認させてください。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。本町が

負担する費用についての記載等は、ウガンヌ前公園の

ほうの条例や協定には記載はされておりません。記載

されていますのは指定管理者が行うべき管理費用の分

のみが記載されております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ９番 石垣大志議員。

○９番 石垣大志君 この記載がない部分も、①の詳

細に定めないことのメリットがあるという理解でいい

のか確認します。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。今記載

されているものは指定管理者がやるというところは明

記されておりますので、それ以外に関しては町のほう

で負担すべき業務だというふうに理解しております。

以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ９番 石垣大志議員。

○９番 石垣大志君 それ以外のものは町が負担する

ものということで認識していいですか。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 町が負担すべきもので

あれば、町のほうが行うべきだと考えております。以

上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ９番 石垣大志議員。

○９番 石垣大志君 ありがとうございます。子ども

たちの非行対策であったり、健全育成の部分ですね、

私自身コロナ禍の影響が少なからずあるのかなという

ふうに感じております。本当に複雑で、私自身はウガ

ンヌ前公園に来た子どもたちを「あんた方どっか行け」

とかではなくて、こういった子どもたちというのは結

局ここが行けなくなったら、こっちに行くあっちに行

くというふうに転々とすると思っております。ですの

でどうにかこの子どもたちの成長につながるような取

組を一緒にみんなで考えていけたらというふうに思っ

ております。

最後に（４）でありますけれども、答弁といたしま

して、よりよい公園となるよう今後も自治会と連携を

密にし、管理上の課題解決に向けた協議を継続してま

いりますとの答弁でありますけれども、この今後の協

議に関して協定等の解釈、改正について、今後協議を

重ねることで対策についてより具体的な検討ができる

ということで考えていいのか確認します。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。協定の

ほうの解釈や改定については、まず自治会のほうと協

議をさせてもらって、その必要があるのかというとこ

ろを聞き取りさせてもらった上で、協定の13条のほう

にも疑義等の処理ということで、協定に定めのない事

項については甲乙協議して処理するものというふうに

ありますので、まずは協議のほうをさせてもらって、

どういった取組ができるのか。どういった取組をした

ほうがいいのかというところをまず相談させた上でま

た整理していきたい、検討していきたいと考えており

ます。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん ９番 石垣大志議員。

○９番 石垣大志君 ありがとうございます。宮平だ

けではなくてほかの自治会の友人知人からも様々な声

をいただいております。是非こういった子どもたちの

健全育成に関して担当課を含め、執行部の皆様にもご

協力いただきたいというふうに思います。私自身も尽

力してまいりますので、どうぞよろしくお願いしたい

と思います。

最後に、今定例会で退職されるお三方に、初当選の

ときから執行部としてお三方いらっしゃいましたので、

非常に思い入れのあるお三方でございます。これから

も南風原町の発展のために是非とも尽力していただき

たいと思います。お願いを申し上げて一般質問といた

します。ありがとうございました。

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午後１時16分）

再開（午後１時17分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。

通告書のとおり順次発言を許します。１番 玉城陽

平議員。

〔玉城陽平議員 登壇〕

○１番 玉城陽平君 それでは最後、一般質問よろし

くお願いします。一括で質問して一括で答弁をもらっ

て、個別で再質問していきたいというふうに考えてお

ります。その前にであるんですけれども、今日は、ふ

だんは持ち歩かないハンカチを持っていまして、何の

ハンカチか分かりますか。タオルは持っていますよ、

ふだん。このハンカチはミモザの花があしらわれてい

るんですね。過ぎてしまってはいるんですけれども、

３月８日を意識してミモザの花を持ってきたんですけ

れども、３月８日とミモザでピンとくる方いますか。

国際女性デーが３月８日なんですね。そのシンボルが

ミモザになっています。女性の権利とジェンダー平等

の実現などを目指す国際的な一日ですね。私のほうで

も2023年９月から毎回なるべく女性の声を議場に届け



るということを意識した質問を必ず１つは加えるよう

にというふうに取り組んでおりまして、今回もそれは

入れているんですけれども、議場の中でも議員のメン

バーも、男女比がまだ多いという状況でもありまして、

この中で毎回１つでも取り上げればより多くの声が届

くんじゃないか。そういうふうに考えて取り組んでお

ります。ほかの議員の皆さんも、もしよろしければご

一緒に１回１問女性の声を、こういう運動いかがでしょ

うか。ということで一般質問に入っていきたいと思い

ます。

大問１、公共施設の管理、活用を問う。（１）公共施

設の予約・決済のオンライン化について、ＤＸ推進計

画にも記載がある。今後の取組の計画を問う。（２）利

用と費用のデータを一体的に把握し、公共施設のマネ

ジメントに活かしていくために公共施設カルテの作成

を提案したいが、どうか。

大問２、公園管理に女性の視点を。（１）埼玉県の先

進的な取り組みにジェンダー主流化というものがある。

これは何か。（２）埼玉県は公園施設の満足度を男女別

で取り、トイレの防犯対策や授乳室などで満足度が低

いこと、女児が好む遊具の違いを把握し、性別によら

ず誰もが利用しやすい公園整備を行う必要があると結

論づけた。本町もこういった取組が必要ではないか。

調査と施策の検討・実施について、現状を問う。（３）

ＯＥＣＤの政策分析官の報告として、ジェンダー主流

化のための分析ツールキット、優良事例集などがまと

められた資料が国土交通省のサイトにもある。調査研

究を行ってほしいがどうか。（４）経済建設部の職員、

班長、部課長の男女比はどうなっているか。（５）長野

県の高森町は子育て支援に力を入れているが、それに

教育部門・福祉部門だけでなく建設部門も取り組むと

して、建設課と子育てママとの意見交換会を行った。

女性の声を公園管理に積極的に取り入れる施策を提案

したいが、どうか。

大問３、町民活動応援のための環境整備を問う。（１）

公共施設内に事務所や事務室を設置している社会教育

団体や関連団体はあるか。その設置根拠、考え方を問

う。（２）市民活動支援の取組の中で、支援ブースや事

務室を貸出しすることで、活動の発展と各団体の交流

を促進する取組がある。こういった取組が必要ではな

いか。（３）町民からＮＰＯ法人や一般社団法人などを

立ち上げて、広く町民の利益になるような活動をした

いが、そのための場所の確保、法人登記の際の自宅以

外の住所の確保が難しいと相談がある。町民活動を応

援していくための環境整備について、見解を問う。

大問４、ＤＸと連動したオフィス改革を問う。（１）

三豊市では、業務効率向上のため組織運営体制の改革

とデジタル技術の導入促進を目的としたオフィス改革

プロジェクトを実施した。本庁において、オフィス改

革について検討されたことはあるか。（２）同市では職

員間コミュニケーションの改善施策として、横連携が

しやすいフリーアドレス運用を採用し、私物やノート

ＰＣはパーソナルロッカーに収納し、ワゴンを撤去し

個人席運用廃止等、ペーパーレス化によって業務効率

向上を図るとともに、収納スペースの削減によって集

中スペースや打合せスペースを新たに設置した。段階

的にではあるが、こういった環境整備が今後は必要に

なると考えるが、見解を問う。（３）同市ではノートＰ

ＣやＷｉ－Ｆｉの導入などＩＣＴツールの整備を行い、

業務に合わせて場所を選んで働く形を実現した。働き

やすさは職員の快適さを高め、離職を防ぎ、選んでも

らえる職場にもつながる。オフィス改革について、調

査研究を求めるがどうか。

大問５、ＤＸと連動した会議改善を問う。（１）柏崎

市でＤＸでは単にデジタルツールを活用するだけでな

く、従来の業務のやり方を見直し改善していくために、

会議の質向上のためのガイドラインを策定した。本町

の会議はどのように行われているか、その改善の取組

はあるか。（２）自治体向けのＩＴコンサルタントと共

同で作成したかなり本格的で詳細なガイドラインを柏

崎市が作成している。これを参考に本町でも会議のや

り方の見直し・改善に努めてほしいがどうか。

大問６、中小企業の経営者の高齢化と事業承継を問

う。（１）町内の中小企業、小規模事業者の経営者の高

齢化について調査したことはあるか。（２）中小企業庁

の調査によれば、60歳以上の経営者のうち、50％超が

廃業を予定しており、特に個人事業者においては、約

７割が「自分の代で事業をやめるつもりである」と回

答し、廃業予定企業であっても、３割の経営者が同業

他社よりもよい業績を上げている。地場の優良企業の

廃業は本町に様々な悪影響を及ぼすと推察する。どう

いったことが考えられるか。（３）沖縄政策金融公庫に

よれば、2024年の沖縄県内の休廃業・解散件数は、人

手・後継者不足を背景として過去最高の448件とされる。

本町もこの中小企業の事業承継の問題を調査研究が必

要ではないか。見解を伺う。お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 副町長。

○副町長 新垣吉紀君 質問事項１（１）についてお

答えします。令和７年度当初予算で公共施設管理シス

テムの構築委託料を計上しており、ＤＸ推進計画の目

標値である26施設のうち、23施設について予約・決済

のオンライン化を予定しております。



（２）です。公共施設カルテの作成については、調

査研究をしてまいります。

質問事項２の（１）です。ジェンダー主流化とは、

政策やプログラムの施策・実施において、男女の視点

を取り入れ、性別に基づく不平等を解消することを目

的としたアプローチと認識しております。

（２）です。公園に特化した施設の利用状況や満足

度調査など具体的なニーズの把握は行っておりません。

（３）です。国土交通省のサイトで確認できる資料

を活用し、本町の公園管理に取り組めるよう調査研究

をしてまいります。

（４）です。経済建設部にかかる職員の男女比は約

４：１、班長職約３：１、部課長１：０となっていま

す。

（５）です。高森町における取組はよい事例だと思

います。本町においても、このような取組を参考にし

ながら子育て世代だけでなく、多様なニーズに応えら

れる公園の管理運営に努めてまいります。

質問事項４（１）についてです。本庁のオフィス改

革として、電子決済や管理職のノートパソコン導入に

より、ペーパーレス化による収納スペースの削減に取

り組んでいるところです。

（２）です。職員が働きやすい環境を整えることは、

業務効率化や生産性にもつながることから必要と考え

ております。

（３）です。オフィス改革については、調査研究を

行ってまいります。

質問事項５の（１）です。会議の種類にもよります

が、会議資料の事前配布と事前の意見聴取、会議当日

は概要説明のみとするなど会議の充実に努めていると

ころです。

（２）です。ご提案の内容も参考に会議の充実に努

めてまいります。

質問事項６（１）です。経済センサス調査で事業者

数等は把握しておりますが、事業主の年齢に関する調

査項目はございません。

（２）です。町内優良企業の廃業は、雇用の喪失、

企業の専門的な技術や知識、情報の喪失等が考えられ

ます。

（３）です。町商工会と情報を共有するなど、必要

に応じて対応をしてまいります。

○議長 赤嶺奈津江さん 教育長。

○教育長 金城郡浩君 質問事項３の（１）について

です。現在、中央公民館に町青年連合会室と町女性会

室、文化センター内に町文化協会が置かれております。

これらは育成すべき社会教育団体としての観点から設

置しております。

（２）についてです。市民活動の発展と各団体の交

流を促進する取組は、本町としても必要な事だと考え

ております。

（３）についてです。広く町民の利益になるような、

町民活動を応援していくための取組については、非常

に大切なことだと考えています。また、活動場所の確

保などの環境整備については、今後研究してまいりた

いと考えております。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 答弁ありがとうございます。順

次、一つ一つ再質問していきたいと思います。まず、

１番の公共施設に関するところですけれども、26のう

ち23ということでしたが、残り３つはどこなんでしょ

うか。お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 企画財政課長。

○企画財政課長 玉那覇和彦君 ただいまの質問にお

答えいたします。残り３施設につきましては、黄金森

陸上競技場ですね。あと花・水・緑大回廊公園の中の

スケートボード場、あと南風原町陸軍病院壕20号壕と

なっており、こちらのほうはシステムでの運用方法で

すね、さらにちょっと内容を検討する必要があるため、

今回のシステム構築では対象外としているところです。

以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 答弁ありがとうございます。今

上がっていた３つもこれからどんどん進められていく

ものと理解しております。その中で今回取り上げたい

ものとしてですけれども、データの活用という観点か

ら今回取り上げております。どういったデータが取れ

るようになるのか、このあたり具体的な内容をお願い

します。

○議長 赤嶺奈津江さん 企画財政課長。

○企画財政課長 玉那覇和彦君 ただいまの質問にお

答えいたします。現在、詳細についてはまだ検討中と

なっておりますが、こちらシステムに登録されている

情報はデータで出力が可能となるような要件にする予

定となっております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 答弁ありがとうございます。欲

しいものとして、利用人数ですとか利用時間帯、それ

から稼働率、ピークとオフピークがどうなっているの

かとか、あるいは利用団体などですね、そういったデー

タが回収できるようになってくるとオンライン化する

ことによって利便性の向上、これはもちろんですけれ

ども、そういったデータを活用して公共施設の運用改



善につなげていくことができるんじゃないか。そうい

うふうに考えておりまして、是非そういった観点から

もこのオンライン化を進めていってほしいと思います

が、改めていかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 企画財政課長。

○企画財政課長 玉那覇和彦君 ただいまの質問にお

答えいたします。今議員がおっしゃっている内容も含

めて、導入に向けて取り組んでいきたいと考えており

ます。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 答弁ありがとうございます。（２）

のところですけれども、公共施設のカルテですね、既

に先進事例が様々あります。公共施設のマネジメント

において減価償却ですとか光熱費、人件費など、それ

ぞれのコスト情報と合わせて先ほど利用者数ですとか

施設収入、こういったものをサービス状況として一緒

に把握して、かけたコストに対してどれだけの行政サー

ビスが住民に提供できているのか。これを正確に把握

する。それを毎年のデータとして残していくことで改

善状況がどうなっているのか。あるいは課題がどのよ

うなものなのか。そういうことを考えて打ち手を打っ

ていく。そのための施設管理の基礎資料、そういうふ

うな形で実践が奈良県橿原市などで行われているわけ

ですね。まずはこの取組の必要性について共有できま

すか。お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 企画財政課長。

○企画財政課長 玉那覇和彦君 ただいまの質問にお

答えいたします。公共施設カルテの導入により、施設

ごとの規模や建築年月日などの基本情報、利用状況で

すね、こちら稼働率とかを可視化することができます

ので、ふだんは施設の有効利用や効率的な運用につな

がると考えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 つまり必要であるという理解で

よろしいでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 企画財政課長。

○企画財政課長 玉那覇和彦君 作成についてはいろ

いろまだ課題のほうがありますが、内容のほうを見た

ところ必要性のほうは十分認識しているところでござ

います。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 実際の実施の中で、今おっしゃっ

たと思うんですけれども、どういった課題があるのか

こちらもお願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 企画財政課長。

○企画財政課長 玉那覇和彦君 ただいまの質問にお

答えいたします。作成における課題としましては、現

時点で施設ごとのこれまでの維持管理経費や稼働率な

どの情報がどの程度そろっているのか、まだ整理のほ

うが今できていないことと、またカルテの作成及び更

新ですね、やはり時間がかかるといったことが課題と

なっております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 これまでだと利用状況とかを集

めていくのが非常に難しかったとは思うんですけれど

も、デジタル化が進んでいくことによってそういうこ

とがより回収しやすくなって、既に個々の施設の費用

というのはある程度は見えているものだとは思ってい

るんですね。それがどうしても予算の中では一緒くた

になってしまうというか、個々の施設ごとに全体的に

把握するというのが非常に難しくて、個別のものを丁

寧に見ていかないといけないような状況にあると思っ

ております。そうすると住民の皆様も、それから我々

もそうですし、行政の皆さんもこの施設のマネジメン

トがうまくいっているのかどうかということを正確に

把握しながら運用していくのがちょっと難しくなって

いる状況があると思っているんですね。それが、これ

からデジタル化が進んでいくことでよりやりやすくなっ

てくるというときに、こういった先進事例を参考にし

ていきながら、ＰＤＣＡをより回していって、施設運

用をサービスの向上も含めて検討していく。そういっ

たことができるようになっていくものだというふうに

理解しております。是非、これからデジタル化と一緒

にこのあたりを検討して、研究していってほしいと思

いますが、改めていかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 企画財政課長。

○企画財政課長 玉那覇和彦君 公共施設カルテの作

成につきましては、必要性のほうは認識しているとこ

ろでございます。先ほど申し上げた課題等も踏まえ、

先進事例等、調査研究を引き続きしていきたいと考え

ております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 答弁ありがとうございます。

大問２、公園管理のところに移っていきたいと思い

ます。ジェンダー主流化、これは何かということで答

弁いただきました。ジェンダー平等だけでなく多様な

視点を意思決定に取り入れていくことによって、より

効果的で公平な社会を構築していくことができる。も

ちろんそれを目指してジェンダー平等自体も掲げられ

ているわけですけれども、こういった多様性が視点の

包括性、全体的な属性が偏ることによって見落としが

ちな情報についてもより拾っていくことができる。そ



ういうふうなところがあると思っております。逆に言

うとその偏りがあることによって不平等や不満を生む

要因にもなってしまうんじゃないか。そのようにも考

えているんですね。だからこそ意識的、かつ戦略的な

ジェンダー主流化、この取組の実施が必要だと考えて

おります。今回は公園施設に関して取り上げるんです

けれども、埼玉県の事例ではジェンダー主流化、あら

ゆる分野で必要なことというふうに掲げております。

例えば埼玉県の取組の中では令和５年度のモデル事業

として都市公園の整備以外にも災害対応ですとか、新

規就農者の確保ですとか、創業支援、あるいは育児休

業の取得促進などが取り上げられております。こういっ

たジェンダー主流化の観点から本町でもモデル事業の

実施、こういったものができないかどうか。あるいは

本町で行っていくとすると何が課題になるのか。この

あたりいかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 企画財政課長。

○企画財政課長 玉那覇和彦君 ただいまの質問にお

答えいたします。町の総合計画やまじゅんプランにお

いてですね、こちら男女のみならず全ての方の町政へ

の参画をうたっていることから、町の施策の推進には

様々な視点を取り入れたいと考えてはおります。ただ、

モデル事業にするとか、どれからやるというのは今後

また調査研究して取り組んでいきたいと考えておりま

す。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 答弁ありがとうございます。第

三次の男女共同参画計画の中にこういった文言はな

かったというふうに私のほうでは把握しておりまして、

非常に重要な考え方であると思っております。第４次

の計画の中で、男女共同参画の中でこういった視点を

取り入れることも検討してほしいと思いますが、いか

がですか。

○議長 赤嶺奈津江さん 企画財政課長。

○企画財政課長 玉那覇和彦君 ただいまの質問にお

答えいたします。次期計画の話になりますので、組み

込むという答弁のほうはできませんが、そういった内

容も含めて改定時には検討していきたいと考えており

ます。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 答弁ありがとうございます。改

めて公園の話に、すみません、戻していきます。今回

資料のほうでより詳しいものとして公園施設に対する

満足度、男女で比較したもの、別で取ったものを記載

しております。その中で、先ほど申し上げたようにト

イレの防犯対策や授乳室などで満足度が変わってくる、

ということが把握できるわけです。分かりやすくサブ

が、トイレのほうでは男性と女性で22％も違いがあっ

て、満足しているのかどうかについてですね。それか

ら授乳室では10％の差があるというふうな状況があり

ます。

２の（４）の答弁の中でも男女比が確認できたわけ

ですが、その数字を見てもどうしても経済建設部局と

いうふうに考えた場合、男性の比率が非常に大きくなっ

てしまう。それは本町が課題だという話ではなくて、

日本の工学部で学ぶ女性の割合がそもそも16％ほどで、

理系の専門職をというふうに考えると、その中に既に

ジェンダーの不平等が存在していて、どうしても職員

採用の中でもそういった比率を反映するような仕組み

になってしまう。それが現状の職員の配置ですとか、

部課長の男女比などの中にも表れているものだという

ふうに理解しているんですね。それを踏まえると、で

あるならば、そこに意識的に女性の視点を取り入れて

いくような仕組みづくりこれが必要なんじゃないか。

しかもそれはほかの部局と比較してより必要な場所な

んじゃないかというふうに考えているわけですね。そ

ういった観点から今回この質問のほうを取り上げてい

ます。この取組の必要性ですね、女性の視点を積極的

に取り入れていくということに関して、改めてこの必

要性を共有できるのか、お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。多様な

利用者がいることを考えますと、やはりこういった取

組ですね、意識的に女性の意見を取り込んでいく多様

性ですね、そういった取組は必要だというふうに考え

ております。またそちらのほうも取り組んでいきたい

というふうに考えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 答弁ありがとうございます。も

ちろん女性に限らず、そのほかのジェンダー平等とい

う観点からマイノリティーに当たるような方々に対し

ての多様性を取り入れていくということも非常に重要

だと思っております。

今回２の（５）のほうで具体的な事例を取り上げさ

せていただきました。こういったものに限らずという

ところであると思うんですけれども、女性の視点を積

極的に、あるいはジェンダーマイノリティーの視点を

積極的に取り入れていく、そういった方法、いろいろ

とやり方自体はあると思っているんですね。例えばど

ういったものから取り組めるのか、もし今あればお願

いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。



○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。今取り

組めるもの、すぐに取り組めるものとして、アンケー

トのほうがあると思います。そのアンケートに対して

もどのような手法でアンケートを取るかというと、こ

れはまだ検討中ではあるんですが、いろんな方がいろ

んな意見を言いやすいような手法を取り入れるような

アンケート、それであればすぐにでも取り入れること

ができるのではないかというふうに考えております。

以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 答弁ありがとうございます。こ

のアンケートの中でも、具体的な意見収集の中では先

進事例の啓発、これも一緒にやってもらえないかとい

うふうに思っておりまして、先ほどの高森町の取組な

ども、言われてみれば確かにそれ必要だなというふう

に思う方は多いと思うんですけれども、なかなかこう

いった発想が出にくかったりとか、そういう話を聞く

とこういうこともできるんじゃないか。ああいうこと

もできるんじゃないかというふうに発想が広がってい

くものだと思っております。本町でも男女共同参画月

間ですとかそういったタイミングでパネル展示なども

していると思うんですけれども、その中に公園整備の

観点から一緒にコラボレーションしていくですとか、

そういったこともできるんじゃないかというふうに思っ

ておりますが、こちらいかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。議員

おっしゃるとおり一緒になって関係部局とそういった

アンケートとかを取っていくことは可能だと思ってお

ります。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 答弁ありがとうございます。こ

れも大分先の話になってしまうとは思うんですけれど

も、都市計画マスタープランですね、そういった中長

期的なビジョンをつくっていくようなタイミングでも

より意識的にこういう取組をしていく必要があるんじゃ

ないか。それを取り入れるような機会をつくってほし

いと思っているんですね。大分先の話ではあるんです

けれども、こちらいかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん まちづくり振興課長。

○まちづくり振興課長 野原義幸君 ただいまの質問

にお答えします。おっしゃるように都市計画マスター

プラン、まだちょっと先の話にはなるんですけれども、

おっしゃるようにこういったジェンダーの方々のご意

見とか、アンケートであったり意見交換、ワークショッ

プとか、こういった機会を増やすことによって様々な

方々の意見を拝聴させていただいた上で今後のマスター

プランへの反映に努めていきたいと思います。以上で

す。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 答弁ありがとうございます。今

お話ししていること、広く言うと国交省の都市公園新

時代の資料の中で掲げられているような、公園の担い

手を広げていく、多様な主体を参画させていく、参画

してもらっていく、そういうのが取組の中の一環でも

あると思っているんですね。今回、意思決定の参画と

いう文脈から提案させていただいたんですけれども、

将来的にはその中から公園の担い手としても関わって

もらうですとか、特に公園の遊具などはお子さん連れ

のお母さんたちも非常に多く利用しているものだと思

いますので、そういった形で公園の管理運営に多様な

住民主体の参画を促していって、特にその中ではジェ

ンダー不平等に関する構造的な問題というのを踏まえ

ながら、全ての町民と一緒に居心地のよい公園を目指

したまちづくりが必要になっていくんじゃないか。そ

のように考えているわけですね。改めてですけれども、

この公園運営に関して、今後の方向性、見解をお願い

します。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。公園の

管理運営、またはその他についても多様なニーズに応

えられるよう取り組んでいきたいと考えております。

以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 今後この公園を住民と一緒に

もっともっと盛り上げていく、そういうふうに捉えて

大丈夫でしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 都市整備課長。

○都市整備課長 大城勝人君 お答えします。公園の

担い手とかそういった方を広げていく、地域の方と一

緒に取り組んでいくというふうに考えております。以

上です。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 答弁ありがとうございます。是

非私たちのほうでもこの公園を実際に使っている方々

と声をかけていきながら、一緒にまちづくりに取り組

んでいくような体制をつくれるよう、尽力していきた

いと思いますのでよろしくお願いします。

次の３番のほうですけれども、そういった町民活動

を応援していくという観点から取り入れているもので

ございます。１つ目のところでお聞きしたいものなん

ですが、社会教育関係団体と関連団体の話と、それか



ら町民活動という観点からＮＰＯなどが主体として考

えられます。それを社会教育の中で一体的に応援して

いくようなことをつくっていけないかという観点から

この質問をしているんですけれども、一般にＮＰＯ法

人の活動領域として定められた20の分野、これはどう

いったものがあるかお願いします。

［「休憩願います」の声あり］

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午後１時47分）

再開（午後１時47分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。企画財政課長。

○企画財政課長 玉那覇和彦君 ただいまの質問にお

答えいたします。ＮＰＯですね、特定非営利活動促進

法に定める20の活動分野のうち、社会教育に該当する

分野についてお答えいたします。まず、社会教育の推

進を図る活動、学術、文化、芸術又はスポーツの振興

を図る活動、子どもの健全育成を図る活動、情報化社

会の発展を図る活動、職業能力の開発又は雇用機会の

拡充を支援する活動などが挙げられます。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 答弁ありがとうございます。今

のところからも社会教育と非常に重なる領域が多いと

いうふうに考えているわけですけれども、改めて生涯

学習のほうにも聞きたいんですが、この20の分野で社

会教育で取り組んできたことと重なるものはどういっ

たものがありますでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 生涯学習文化課長。

○生涯学習文化課長 野原 学君 それではお答えい

たします。まず、社会教育の推進を図る活動、それか

ら学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動、

それから子どもの健全育成を図る活動が挙げられると

考えております。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 答弁ありがとうございます。そ

のほかにも重なってくるものも多いんじゃないかなと

は思っているんですけれども、その中の代表的なもの

を挙げていただいたのかなというふうに理解しており

ますが、今のやり取りの中でも社会教育の分野と市民

活動の分野、南風原町で言うならば町民活動の分野、

従来は別の領域ではあったんですけれども、この重な

り非常に大きいものだというふうに理解しております。

そうすると社会教育の実践の中で相互に学習した住民

が、その後自発的に町民活動、市民活動の領域へと発

展していく、あるいは市民活動の領域に取り組んでい

るようなＮＰＯが社会教育の担い手として地域の中で

一緒に取り組んでいく。こういったことが大いに考え

られるものだというふうに理解しているんですね。そ

うすると社会教育部門として、育成ですとか応援、そ

ういうふうなものをしていく対象に十分にＮＰＯが入っ

ていくんじゃないかというふうに考えているわけです。

このＮＰＯはＮＰＯ法人に限らず非営利活動をしてい

るような団体に関して言っているんですけれども、そ

のように入っていくんじゃないかと思っているんです

が、こちらいかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 生涯学習文化課長。

○生涯学習文化課長 野原 学君 ご質問にあります

ように、その活動自体は確かに認められるということ

は認識いたしております。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 先ほども申し上げたことですが、

従来の社会教育関係団体がなかなか盛り上がりに欠け

ていくというか、弱体化していくような現状がどうし

てもある中で、その担い手をどうしていくのか。その

中で従来の社会教育関係団体は一般的に遅延型に近い

ものだったと理解しているんですね。そのエリアに住

んでいて、そのエリアの属性が青年期だからとか子ど

も期だから、あるいは高齢者に入ったから。あるいは

夫人の期だから女性会に参加していく、そういったこ

とがあるとは思うんですけれども、そういった活動だ

けではなくて、関心のある領域に対して取り組んでい

きたい目的を媒介にして人々がつながっていくという

のが町民活動、市民活動領域で行われてきたもので、

こういったものの取組が今盛り上がりを見せていく、

あるいは育てていかなければならないというふうに考

えております。そういう新しい風を入れていくことで

この社会教育というものがもっともっと盛り上げてい

くことができるんじゃないかというふうに考えている

わけですね。改めてですけれども、本町の社会教育関

係団体、どのように定義されているのか。こちらお願

いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 生涯学習文化課長。

○生涯学習文化課長 野原 学君 まず、本町の社会

教育団体の定義ですが、はっきりとした定義はうたわ

れていない中で社会教育法第10条にかかる社会教育関

係団体の定義というところで解釈しております。以上

です。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 答弁ありがとうございます。例

規の中では育成に関する補助金ですとか、そういった

ものの中で具体的に列挙されるような形で、その他の

ものも含む形で記載されているというふうに理解して

おります。先ほどおっしゃったように、社会教育法の



中でも定められていて、そうするとこの例規の中で育

成の対象として、今現状記載されているような団体以

外のものも入ってくる可能性は大いにあるんじゃない

か。そういうふうに広げていく必要があるんじゃない

かと考えているわけですね。実際に福島県喜多方市な

どでは、社会教育関係団体について認定制度を整備し

ています。この認定制度の中で、例えば団体が何人い

るとか、何年継続してやっているとか、それから目的

がちゃんと社会教育に合致しているとか、そういうこ

との条件を入れた上で社会教育に取り組むＮＰＯ、社

会教育関係団体として認定しています。実際その中で

市民活動支援をするものですとか、食育をするもので

すとか、そういったものが認定されているわけですね。

そういうふうな形で枠組み自体を具体的に広げていく

必要があるんじゃないかというふうに考えているわけ

ですね。先ほど育成補助金の話もしましたが、この交

付までは必ずしも必要ではない可能性もありはすると

思っておりますし、十分検討の余地はあると思うんで

すけれども、それよりも利用のための環境の整備が必

要なんじゃないかという観点からですね、本町におい

ても社会教育関係団体の認定制度、これを取り入れて、

社会教育実践にかかわる枠組みを広げていく、そうす

ることで社会教育の取組の活性化につなげていく、そ

ういうふうなことが必要なんじゃないかというふうに

考えているわけですが、こちらいかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 生涯学習文化課長。

○生涯学習文化課長 野原 学君 お答えします。議

員ご質問のとおり、新しい形の社会教育というところ

は非常に認識しております。今後また福島県喜多方市

などの事例を参考に調査研究してまいりたいというふ

うに考えております。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 答弁ありがとうございます。３

の（２）のところと重なるところと、それから３の（１）

と重なるところなんですが、こういった認定された団

体が公民館の中で社会教育に一緒に取り組んでいくと

いうことを前提に置きながら、青年会ですとか女性会

などのように柔軟に使える場所を共同利用できるよう

にですとか、ブース貸しですとか、そういったものが

できれば育成の応援をしていくということができるん

じゃないかというふうにも考えているわけですけれど

も、こちらはいかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 生涯学習文化課長。

○生涯学習文化課長 野原 学君 ご質問にお答えし

ます。今ご質問の趣旨は、そういった新しい形の認定

団体というふうな仮の質問だと承知しております。こ

ちらとしても、もしそういった形になれば社会教育団

体として育成の立場にもありますので、まずは支援、

それからまた施設の借用についてはいろいろ課題はあ

るとは思いますが、それについてもどういうふうな形

で実現できるのかについて調査研究してまいりたいと

考えております。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 答弁ありがとうございます。是

非よろしくお願いします。市民活動領域、協働の文脈

から改めて質問させていただきたいと思っているんで

すけれども、ほかの市では、実際に市民活動支援セン

ターなどが物理的な支援ブースを設けていたり、ある

いは会議室の中からテーブルとちょっとしたスペース

ですね、活動に使えるようなものを支援ブースのよう

な形で低価格で貸し出しをしていたりですとか、運営

における助言などを行っていたりすることもあるんで

すけれども、本町で市民活動支援、協働の領域で、そ

もそもどういうところまでが可能なのか……ちょっと

大きいですね。課題はそもそもどういうところにある

のかということをお聞かせください。

○議長 赤嶺奈津江さん 企画財政課長。

○企画財政課長 玉那覇和彦君 ただいまの質問にお

答えいたします。町民活動を応援するための環境整備

という視点での答弁になるんですが、まず町民ニーズ

の把握は必要だと思うんですけれども、次にご存じの

とおり本町には空きスペースのほうがほとんどありま

せんので、こちらスペースの確保がまずは課題となっ

ておりますし、こちら貸す場合、施設の整備も一定程

度必要になることから、こちら財政的な側面なども含

め多角的な視点から今後調査研究をまずはすることが

必要だと考えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 答弁ありがとうございます。ニー

ズを見えるようにしていきたいということ、それから

スペースの確保等といったものが課題でというお話の

中で、じゃあ本町の中でどこが使えるかというふうに

考えると、社会教育の文脈に重ねる形で中央公民館な

どが使えるんじゃないかという観点から今回こういっ

た提案をしているわけですね。非営利団体、ＮＰＯ、

一般にどうしても財政的な基盤が弱くて、立ち上げ初

期において非常にハードルが高い。なおかつ本町のよ

うに土地が狭くて物件の需要が多くて事務所を借り上

げるということが非常に難しいようなところだと、な

おさらハードルが高いと思っているんですね。協働を

取組として進めていく中でそういった主体が育ってい

くことがまず必要であるし、育ってくることによって



ニーズが見えて声が届くということはより理解しては

いるんですが、そのためにそもそも最初の段階での立

ち上げに非常にハードルが高いということを考えると、

そこに構造的なボトルネックがあるように見えるんで

すね。そういった観点からインフラとなるような部分、

スペースですとかそういったものを整備ですね、そこ

にこそ行政は力を尽くしてほしいと考えるわけですね。

そうするとその後の立ち上がった後の運営自体は、民

間、非営利としてしっかりＮＰＯの側が頑張っていけ

ばいい話だと思っておりますので、このインフラ整備

の部分に力を尽くしてほしいというところ、改めてい

かがでしょうか。お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 企画財政課長。

○企画財政課長 玉那覇和彦君 ただいまの質問にお

答えいたします。町民活動の支援についてはその重要

性のほうは認識はしておりますが、先ほどの答弁と重

なりますが、庁舎も含めスペースのほうもほとんどな

い状態ですね。私たちが業務をする執務室も狭い状態

となっていることから、こちらすぐに支援のための施

設を整備するというのは厳しいかと考えております。

ほかにどういった形で支援のほうができるのかは、今

後も検討してまいりたいと考えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 ありがとうございます。スペー

スのことは次の４の中でもやっていくわけですけれど

も、文科省の社会教育主事の発展系としてスタートし

た社会教育士、これに関するプレスリリースの中でも

ＮＰＯに所属して社会教育士として社会教育的な実践

を行うですとか、社会教育部門がＮＰＯと連携してい

くことで地域づくりを展開していく。そういうことも

目標として掲げられているんですね。そういった国と

しての動きにも重なるものだと思っておりまして、こ

れは本町としてもしっかり取り組んでいくことで、新

しい地域づくり、社会教育団体の発展、それから市民

活動領域、それから協働の発展、そういったものに是

非つなげていくことができないか。そういうふうに考

えておりますので、こちらよろしくお願いします。次

へ行きたいと思います。

４番です。答弁の中で収納スペースの削減が進んで

いる状況があるというふうにお話があったと思います

が、そうするとそれをどう有効活用するのかというこ

と自体は検討課題に上がっていくわけですけれども、

先ほども少しありましたが、本町の庁舎のオフィス空

間、どういったところに課題があるのか、こちらいか

がでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 総務課長。

○総務課長 仲村兼一君 お答えいたします。現在も

職員、会計年度任用職員につきましても以前に比べて

増えている状況です。各課のスペースについても実際

狭くなっているというところと、会議等そういったも

のも増えてきていて、会議室が不足しているという現

状もございます。そういったところでペーパーレス化

等に努めてスペースの確保を取って、そういった課題

について整備していきたいと考えております。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 答弁ありがとうございます。Ｄ

Ｘ推進計画の中でもペーパーレス化ですとかそういっ

たものを進めていくというお話がありまして、答弁の

中でもノートパソコンの導入などの話がありました。

これがもっともっと進んでいく中で、今提案している

ようなフリーアドレス制、そういったもの以外にも様々

なやり方はあると思うんですけれども、フリーアドレ

ス制にこだわるわけではなくて、基本的な考え方とし

てモバイル端末が入っていくことでペーパーレスワー

クがどんどん進んでいって、そうすると空間の使い方

がどんどん変わっていく。それがＤＸが進む中でより

加速していく。そうすると庁舎空間における執務の在

り方、これも従来の考え方から大きく変化することが

予想されるわけですね。そういった文脈の中で三豊市

のほうが取組を行っているわけです。具体的なイメー

ジがなかなかつかないと思うので、こちらも資料のほ

うを用意したんですけれども、集中スペース、会議ス

ペースみたいな形で横につい立てを置いて、ぐっと集

中する作業ができるようになっていたりですとか、そ

れから会議も大きな部屋を使うわけではなくて、二、

三人でぱっと集まって議論できるような形になってい

るですとか、そういうふうな形の様々な空間を実際に

整備しているというような状況があります。庁舎建て

替えとかの話にならないとこういう大がかりなことは

難しいと思うんですけれども、小さなことからで言え

ば、先ほどのスペース削減も含めてできるものはたく

さんあると思っております。この三豊市の事例、どう

いったものなのか改めてお聞きしたいんですけれども、

目的、背景、そういったものはいかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 総務課長。

○総務課長 仲村兼一君 お答えいたします。三豊市

のオフィス改革の取組につきましては、業務効率向上

を目指し、組織運営体制の改革とデジタル技術の導入

促進を目的としたオフィス改革プロジェクトを実施し

ております。この取組は職員間のコミュニケーション

改善とペーパーレス化を通じて業務の生産性を向上さ

せることを狙いとされています。具体的には本庁舎２



階のフロアの改修がなされていて、職員間の横連携を

促進するために大部屋方式のフリーアドレス運用が採

用されています。また私物やノートパソコンはパーソ

ナルロッカーに収納することで、ワゴンを撤去し、従

来の個人席の運用を廃止されております。また、ペー

パーレス化の推進によって業務効率向上を図るととも

に、従来必要だった収納スペースを削減することで、

新たに集中スペースや打合せスペース等を設置されて

おります。最後にノートパソコンやＷｉ-Ｆｉの導入な

ど、ＩＣＴツールの整備も同時に行われ、業務内容に

応じて場所を選んで働くアクティビティーベースのワー

キングのワークスタイルが実現するなどのそういった

取組が行われております。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 細かく答弁ありがとうございま

す。デスクで作業をするにしても、個人で長時間集中

するのか、あるいは複数人と一緒に議論しながら進め

ていくのか、あるいは短時間で一時的な作業として行っ

ていくのかなど、取り組み方によってそもそも最適な

空間のニーズは違っていて、そういったものに関する

研究も様々あるんですね、オフィス空間について、あ

るいはオフィス家具について。そういったものの配置

が業務にどういう影響を及ぼしていくのか。そういっ

たことについても既に様々な研究がございます。

４の（３）の中で、答弁としては調査研究を行って

まいりますということだったんですけれども、これは

これから行っていくものなのか、あるいは既に何かし

ら行っているものなのか、こちらいかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 企画財政課長。

○企画財政課長 玉那覇和彦君 ただいまの質問にお

答えいたします。昨年の11月頃から市町村のＤＸ人材

育成研修というものを希望者募って実施しておりまし

て、そこでフリーアドレスを実際運営している企業の

オフィス見学がありましたので、希望者を募ってそち

らのほうに参加して、その状況を確認したという内容

となっております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 既に行われているものもあった

ということですけれども、そこで得られた知見、どう

いったものがありましたでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 企画財政課長。

○企画財政課長 玉那覇和彦君 ただいまの質問にお

答えいたします。ペーパーレスのほうを実施している

ことから、机上に書類物がないということで、空間を、

スペースを確保できているという点で参考になったと

認識しております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 答弁ありがとうございます。是

非今後も研究を進めていただければと思っております。

次、５番のほうですけれども、柏崎市、どういった

目的、考えでこの取組をしているのか、こちらいかが

でしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 企画財政課長。

○企画財政課長 玉那覇和彦君 ただいまの質問にお

答えいたします。休憩お願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 休憩します。

休憩（午後２時08分）

再開（午後２時08分）

○議長 赤嶺奈津江さん 再開します。企画財政課長。

○企画財政課長 玉那覇和彦君 ただいまの質問にお

答えいたします。柏崎市のホームページで確認したと

ころ、柏崎市は自治体ＤＸの推進に当たり、自治体Ｄ

Ｘが単にデジタルツールを活用するだけではなく、従

来の業務のやり方を見直し、改善していくことが重要

とされていることから、職員アンケートで約７割の方

が業務の改善を望み、新規事業の立案や重要事業の決

定、情報の共有など、業務時間の多くを占める会議の

進め方に着目し、よりよい会議にするためにガイドラ

インのほうを策定しております。会議の改善により業

務や事業の質が向上し、最終的に行政サービスの向上

につながることを目的として取り組んでいることを確

認しております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 答弁ありがとうございます。か

なり作り込まれているものだと思いますので、是非、

研究、活用よろしくお願いしたいと思います。

次、６番のほうに行きたいと思います。よろしくお

願いします。中小企業の事業承継に関することです。

経営者全国380万人のうち、2025年までに約245万人が

70歳以上になる。ということによって日本企業の全体

の３分の１が後継者不足、そうすると全国的にも約22

兆円のＧＤＰが失われていくというふうに言われてい

て、非常に重要な問題になってきているはずなんです

ね。ですがなかなかこれについて具体的な問題意識を

持って取り組んでいるというところは非常に少ないと

いうふうに考えておりますが、これは本町として総合

計画ですとか、総合戦略ですとか、そういったところ

で検討はありましたでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 産業振興課長。

○産業振興課長 松本仁志君 お答えいたします。自

分の把握している範囲では、そういったことに関して、

これに特化して検討されたことはないというふうに考



えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 答弁ありがとうございます。（２）

の回答の中でも影響が答弁あったわけですけれども、

非常に重要な課題にこれからどんどんなっていくもの

だと認識しております。この認識自体は共有できるの

か。いかがですか。

○議長 赤嶺奈津江さん 産業振興課長。

○産業振興課長 松本仁志君 お答えいたします。こ

の事業承継の件ですね、商工会のほうにも現在のこれ

に関する状況を確認しております。そういった中で商

工会のほうにも数件ほど相談があって、県や国のしか

るべきところにおつなぎしているということで確認を

しているところであります。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 答弁ありがとうございます。な

かなか当事者の方々も、今まさにこれが必要だという

ふうな課題として強く認識しているか。ここ少し怪し

いところがあると思っておりまして、そういった意味

での啓発活動、これをすぐやろうと思ったら、すぐじゃ

あ来年からとか半年後とかできるわけではないので、

計画的な取組が必要になっていくわけですね。そういっ

たことを是非応援してほしいと思っておりまして、政

策金融公庫ですとか事業承継センター沖縄総合事務局、

こういった各機関から情報収集をした上で必要な連携

を強めていくべきだと考えておりますが、いかがでしょ

うか。

○議長 赤嶺奈津江さん 産業振興課長。

○産業振興課長 松本仁志君 お答えいたします。今

後、商工会が得意とする分野、また私たち市町村です

ね、そういった部分が得意とする広報的な部分ですね、

そして町の商工会のほうと、実は商工会も次年度から

の事業計画の中で事業承継に関する部分、明記されて

いる部分がございました。これまでも商工会のほうで

この問題については相談を受け、しかるべき機関につ

なげてきたところでありますが、またどういった形で

本町のほうに落とし込めるのか。そういった部分を協

議しながら進めていこうと考えているところでありま

す。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 答弁ありがとうございます。そ

の中でも近隣の市町村などの取組もありまして、沖縄

総合事務局の事業ですとか、八重瀬町での取組ですと

かそういったものもあると聞いているんですけれども、

これら把握しているものがありますでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 産業振興課長。

○産業振興課長 松本仁志君 お答えいたします。与

那原町、南城市のほうですが、こちらのほうそれぞれ

の商工会と連携して商工会員のほうに事業承継に関す

ることでアンケートを実施しているようであります。

また、八重瀬町のほうが令和６年度総合事務局から事

業承継の取組の打診があり、座談会等を開催している。

そういったことを確認しております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 答弁ありがとうございます。積

極的な取組を是非行っていってもらいたいと考えてお

りまして、総合事務局のほうにも南風原町でもニーズ

があるんだという表明ですとか、商工会と連携したア

ンケート調査など、まずは現状を把握していかなきゃ

なかなか取組をつくりにくい。けれどもそれを把握す

ること自体が非常に難しくて、商工会の会員の方々に

協力を依頼するということはできはするわけですけれ

ども、もう少し広範に重要な課題として調査をしてい

く。そういうふうに考えた場合に総合事務局の取組に

是非乗っかっていって、できることを進めていってほ

しいというふうに考えているんですけれども、こちら

いかがでしょうか。

○議長 赤嶺奈津江さん 産業振興課長。

○産業振興課長 松本仁志君 お答えいたします。先

ほども答弁のほうで申し上げましたが、まずは町の商

工会が現段階でどこまで取り組まれているのか。そし

て町の事業所のこと、一番詳しいのは町の商工会だと

考えております。なので商工会のほうには、もう既に

把握されているかもしれませんが、近隣市町村ではこ

ういった取組がなされていますと。今後これまでやっ

てきたことを確認した上で必要かどうか。そういった

ことも含めて実施するかどうかを協議していくような

流れになると考えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 答弁ありがとうございます。答

弁の中にもあったように、やはり現場を知っていて直

接的なつながりを持っていらっしゃる商工会の方々と

現状を確認していきながら、じゃあまずは何ができる

のかということを整理して、八重瀬町ですとか与那原

町ですとか、そういったところが事業承継センターを

招いた相談会そういったものだったり、総合事務局の

事業の中でのアンケート調査、こういうものを行って

いるので、こちらどういった取組からまずできるのか

ということをしっかり検討した上で、それから先ほど

お話にあったような町として広報、得意な部分はしっ

かりやっていくというふうなお話もありました。是非

このあたり連携しながら取組を進めていってもらいた



いと思いますのでよろしくお願いします。

町内にも事業承継の良事例、検索かけるとすぐ出て

くるんですね。既に町内にもそういった良事例として

挙げられるような企業さんたちというふうな方々がい

らっしゃいますので、うまく連携していきながらこの

取組をしっかり進めていって、先ほど最初のほうでお

話ししたような地域経済の衰退ですとか廃業がどんど

ん増えていく、そういったものが起こらないように産

業振興課としてもしっかり取り組んでいってもらいた

いと思いますが、改めてお願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 産業振興課長。

○産業振興課長 松本仁志君 お答えいたします。先

ほど来答弁しておりますが、しっかりと商工会と連携

して事業承継に関する課題の部分の把握をしながら、

繰り返しになりますが、得意な分野で事業者の皆さん

を支えていければと考えております。以上です。

○議長 赤嶺奈津江さん １番 玉城陽平議員。

○１番 玉城陽平君 答弁ありがとうございます。今

回準備したものはここまでですけれども、先ほどの質

問の中でジェンダー主流化の話も挙げましたが、その

中で新規就農者の確保ですとか創業支援ですとか、そ

ういった文脈に関してもジェンダーの観点から取組を

進めていくということは非常に重要なものになってお

ります。創業支援についても女性と男性でやり方が違

うですとか、そういったものもありますので、今後も

これからそういったものを含めて取り上げていければ

と思っておりますのでよろしくお願いします。

○議長 赤嶺奈津江さん 以上で本日の日程は、全部

終了しました。本日は、これで散会します。お疲れさ

までした。

散会（午後２時17分）


